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概要 
魚種の特徴 

〔分類・形態〕 

 アンコウ目、アンコウ科に属し、学名は Lophius litulton。頭は大きく、体は平た

い。アンコウ（Lophius setigerus）に似るが、体は黄色味を帯び、口内、舌および腹

膜は白く、舌に円形の黄色斑がないことで区別できる。 

 

〔分布〕 

 北海道以南の沿岸各地や中国の河北省、山東省の沿岸域、朝鮮半島沿岸および黄

海・東シナ海に分布する。関東地方以北の太平洋岸では青森県～千葉県沿岸に分布

し、水深 30～400m の大陸棚から陸棚斜面に生息している。 

 

〔生態〕 

 福島県沿岸では、成熟体長は雌で 55cm 前後、雄で 35cm 前後と報告されている。東

シナ海、黄海産キアンコウについては産卵期における雌の 50%成熟年齢は 6.2 歳、雄

では 5.4 歳と報告されている。津軽海峡東部沿岸では、漁業者からの聴き取りおよび

洋上における卵塊の視認から、産卵期は 4～6月であると推定されている。福島県中部

海域においては、産卵期は 4月から遅くとも 8月と推定されている。福島県沖では、

体長 10cm 未満の個体はサラサガジやエゾイソアイナメなどの小型魚を中心に摂食して

おり、その他甲殻類の出現頻度が高いことが知られている。体長 20cm 以上の個体か

ら、カレイ類、タラ類を摂食するようになり、成長に伴い出現頻度が増加する。月別

にみると、4月はイカナゴの出現頻度が、9～10 月はギンアナゴの出現頻度が も高

く、その他の月はカタクチイワシの出現頻度が も高い。ミズウオによる捕食事例が

報告されている。 

 

〔漁業〕 

 キアンコウは太平洋北部海域では沖合底びき網漁業（以下、沖底）、小型底びき網漁

業（以下、小底）を主体に、底刺網漁業や定置網漁業でも漁獲されている。 

 沖底の漁獲成績報告書に基づくと、沖底による漁獲量は宮城県の金華山沖と青森県

沖が高くなっており、近年は尻屋崎-襟裳西海区および金華山-房総海区が主漁場であ
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ると考えられる。2011 年 3 月 11 日の東日本大震災（以下、震災）の後、福島県では

一時的にキアンコウの水揚げは 0になったが、2013 年 8 月から試験操業の対象魚種に

なり、沖底による漁獲が若干量得られている。 

 

〔利用〕 

 冬季の鍋料理の材料として賞用されている。 

 

資源の状態 

 キアンコウ太平洋北部の CPUE は、尻屋崎-襟裳西海区では長期的に減少傾向にある

ものの、金華山-房総海区では震災以降、増加傾向にある。金華山-房総海区で CPUE が

増加しているのは、震災による漁獲努力量減少効果であると推察される。以上の情報

については、国の委託事業として水産研究・教育機構（以下、水産機構）、関係府県に

より毎年調査され更新されている。資源評価結果は公開の会議で外部有識者を交えて

協議されるとともに、パブリックコメントにも対応した後に確定されている。資源評

価結果は毎年公表されている。 

 

海洋環境と生態系への配慮 

 太平洋北区は農林水産省のプロジェクト研究、水産機構の一般研究課題として長期

にわたり調査が行われている。現在 Ecopath による食物網構造と漁業の生態系への影

響評価が進められている。当該海域における海洋環境及び低次生産、底魚類などに関

する調査は水産機構、関係県の調査船により定期的に実施されている。沖合底びき

網、定置網、小型底びき網漁業による魚種別漁獲量は把握されているが、混獲非利用

種や希少種について漁業から情報収集できる体制は整っていない。 

 沖合底びき網 1艘びき、2艘びきとも、混獲利用種のうちスルメイカの資源状態が

懸念される。定置網では、現状で資源状態が懸念される魚種はない。小型底びき網で

は、マコガレイなどの資源状態が懸念される。混獲非利用種については、沖合底びき

網（1艘びき、2艘びき、小型底びき）に関する調査船調査結果から推定したところ、

総合的には悪影響を受けている種は見られなかった。定置網では情報が得られなかっ

た。環境省が指定した絶滅危惧種で、評価対象水域と分布域が重複する種についてリ

スク評価した結果、各漁業とも総合的リスクは低いと判断された。 

 食物網を通じた間接作用からみた捕食者への影響については、捕食者であるミズウ

オに関する情報がなく、評価不能であった。餌生物について、カタクチイワシとキア
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ンコウの資源量の間には正の相関関係が見られ、キアンコウのトップダウンコントロ

ールがないことが示唆された。競争者に関する、生態系モデル Ecopath による解析結

果では、中深層性サメ類がキアンコウに負の影響を及ぼしているものの、キアンコウ

が他に大きな負の影響を及ぼしている結果は得られなかった。 

 生態系全体への影響としては、沖合底びき網、小型底びき網、定置網ともに漁業の

規模と強度は重篤な影響を与える懸念は示されず、栄養段階組成の変化から見て、生

態系特性に不可逆的な変化は起こっていないと考えられる。海底環境については、オ

ッタートロールでは重篤な悪影響が懸念されるが、かけまわし、2艘びきによる影響

は軽微と考えられ、沖底全体として影響は軽微と考えられる。ただし、小型底びき網

では一部で悪影響が懸念された。定置網は着底漁具ではないが、網を固定するアンカ

ーが海底と接触している。水質への影響としては、対象漁業からの排出物は適切に管

理されており、負荷は軽微であると判断される。大気への影響は、沖合底びき網 1艘

びきの漁獲量 1トンあたりの CO2排出量から、他の漁業種類と比べると低いと判断さ

れた。 

 

漁業の管理 

 太平洋北部のキアンコウは、主に沖合底びき網漁業と小型底びき網漁業、刺網漁

業、定置漁業で漁獲されている。「太平洋北部沖合性カレイ類資源回復計画」における

特定の期間には操業をしない保護区も引き続き自主的に設定されている。刺網漁業を

中心に、キアンコウのブランド化を進める地域もある。底びき網漁業では、漁業者団

体による地域プロジェクト改革計画等の実施が行われている。 

 

地域の持続性 

 キアンコウ太平洋北部系群は、沖合底びき網漁業（青森県、宮城県、茨城県、福島

県）、小型底びき網漁業（青森県、福島県、茨城県）、定置網漁業（青森県）、その他の

刺し網漁業（青森県）でその多くが獲られている。収益率のトレンドは低く、漁業関

係資産のトレンドも低位であった。経営の安定性については、収入の安定性、漁獲量

の安定性は中程度で、漁業者組織の財政状況は高位であった。操業の安全性、地域雇

用への貢献は高かった。各県とも水揚げ量が多い拠点産地市場がある一方、中規模市

場が分散立地している。買受人は各市場とも取扱量の多寡に応じた人数となってお

り、セリ取引、入札取引による競争原理はおおむね働いている。卸売市場整備計画に

より衛生管理は徹底されている。大きな労働災害は報告されておらず、本地域の加工

流通業の持続性は高い。先進技術導入と普及指導活動はおおむね行われており、物流

システムも整っていた。水産業関係者の所得水準はおおむね高い。福島県・茨城県で
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は伝統的な加工法や料理法が数多く伝えられている。 

 

健康と安全・安心 

 キアンコウは、肝に血栓予防や高血圧予防などの効果を有する高度不飽和脂肪酸で

ある EPA と脳の発達促進や認知症予防などの効果を有する DHA が豊富に含まれてい

る。また、視覚障害の予防効果があるビタミン A、骨の主成分であるカルシウムやリ

ンの吸収に関与しているビタミン D、老化現象の進行抑制作用、生体膜の状態維持、

生殖機能の保持作用があるビタミン Eが極めて多量に含まれている。旬は冬である。 
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1．資源の状態 

概要 

対象種の資源生物研究・モニタリング（1.1） 

 分布と回遊、年齢、成熟と産卵については、十分ではないが、いくつかの情報が利

用できる（1.1.1.1 2 点、1.1.1.2 2 点、1.1.1.3 2 点）。調査船による調査は行われて

いるものの、対象種の生息範囲全域をカバーするには不十分である（1.1.2.1 2 点）。

漁獲量については、2000 年以降全県で漁業種別に把握でき（1.1.2.2 4 点）、努力量に

ついては、沖底に関してのみ、1973 年から把握できる（1.1.2.3 4 点）。水揚げ物につ

いては、一部の海域のものについて把握できる（1.1.2.4 2 点）。資源評価は単純な

CPUE の経年変化を用いて行っている（1.1.3.1 3 点）。資源評価の内容は、公開の場

での利害関係者の諮問やパブリックコメントを受けて精緻化されている（1.1.3.2 5
点）。 

 

資源の水準・動向（1.2） 

 尻屋崎-岩手海区の CPUE は、1973 年をピークに減少し、2002 から 2003 年に向けて

一時的に増加したものの、その後は減少傾向が見て取れる。直近 5 年の CPUE は減少

傾向にあり、資源水準は低位、動向は減少と判断した。金華山-房総海区の CPUE は、

1997 年をピークに、2000～2010 年は比較的安定していたが、震災以降増加傾向にあ

る。直近 5 年の CPUE は増加傾向にあり、資源水準は高位、動向は増加と判断した。

両者の資源水準と動向を総合的に判断し、キアンコウ太平洋北部全体の資源水準は中

位、動向は横ばいと判断した（1.2.1 3 点）。 

 

漁業の影響（1.3） 

 漁獲量が ABC を上回っておらず（1.3.1 4 点）、金華山-房総海区では資源が増加し

ていると判断されるため、枯渇のリスクは小さい（1.3.2 4 点）。不確実性を考慮した

管理基準が設定されているが（1.3.3.2 2 点）、実際の漁業管理には反映されていない

（1.3.3.1 2 点）。環境変化の影響は明らかにされていない（1.3.3.3 1 点）。漁業管理

指針の策定に、内部関係者の意見が反映されている（1.3.3.4 3 点）。また、遊漁や外

国漁船の影響は考慮されていない（1.3.3.5 NA）。 
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評価範囲 

① 評価対象魚種の漁業と海域 
 対象海域は、キアンコウ太平洋北部系群の分布域である青森県の太平洋側から茨城

県までとする。漁獲成績報告書のデータによると、襟裳西海区におけるキアンコウの

漁獲は、尻屋崎海区との境界に隣接する漁区数ヶ所に限定され、漁場は尻屋崎海区と

繋がっていることからこれも対象海域に加えた。 

 

② 評価対象魚種の漁獲統計資料の収集 
 漁業種類別水揚量資料は十分には整備されておらず、青森県から茨城県の全県で漁

業種類別にキアンコウの漁獲量が把握できるのは、2000 年以降である。沖底に限れ

ば、沖底漁績に基づく漁場別漁獲統計資料が 1973 年以降整理されている。 

 

③ 評価対象魚種の資源評価資料の収集 
 水産庁の我が国周辺水域漁業資源評価等推進事業の一環として、水産機構が都府県

の水産試験研究機関等と共同して実施した調査結果をもとに、資源評価が実施され、

その結果の報告は「我が国周辺水域の漁業資源評価」として印刷・公表されている。 

 

④ 評価対象魚種を対象とする調査モニタリング活動に関する資料の収集 
 評価対象魚種について行われている、モニタリング調査に関する論文・報告書を収

集する。 

 

⑤ 評価対象魚種の生理生態に関する情報の集約 
 評価対象魚種について行われている、生理生態研究に関する論文・報告書を収集す

る。 
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1.1 対象種の資源生物研究・モニタリング・評価手法 

1.1.1 生物学的情報の把握 
 資源の管理や調査を実行するためには、生活史や生態など対象魚種の生物に関する

基本的情報が不可欠である（田中 1998）。対象魚種の資源状況を 1.2 以降で評価する

ために必要な、生理・生態情報が十分蓄積されているかどうかを、1.1.1.1～1.1.1.3 の 3
項目について評価する。評価対象となる情報は、①分布と回遊、②年齢・成長・寿

命、③成熟と産卵である。個別に採点した結果を単純平均して総合得点を算出する。 

 

1.1.1.1 分布と回遊 
 関東地方以北の太平洋岸では青森県～千葉県沿岸に分布し、水深 30～400m の大陸

棚から陸棚斜面に生息している。また、データロガーによる行動解析から、津軽海峡

東部沿岸域では、1～4 月には水深 100m 以深に生息し、5～6 月になると 60～100m の

海域へ移動する傾向が確認されている（竹谷ほか 2013）。仙台湾周辺では 11 月頃から

魚群は接岸を始め、2～6 月に水深 80m 以浅に濃密な分布域を形成する。7 月以降は分

布の中心は深みに移り、8～10 月には分布域は も深くなる（小坂 1966）。福島県沿

岸においては、通常は水深 100m 前後に分布し、4～6 月頃に 50m 以浅の浅海域に産卵

を行うために回遊することが示唆されている（岩崎ほか 2010）。以上より 2 点を配点

する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情

報はない 

生活史の一部

のステージに

おいて、把握

され、十分で

はないが、い

くつかの情報

が利用できる 

生活史のほぼ

全てのステー

ジにおいて把

握され、資源

評価に必要な

低限の情報

がある 

生活史の一部のス

テージにおいて、

環境要因による変

化なども含め詳細

に把握され、精度

の高い情報が利用

できる 

生活史のほぼ全て

のステージにおい

て、環境要因など

による変化も詳細

に含め把握され、

精度の高い十分な

情報が利用できる 

 

1.1.1.2 年齢・成長・寿命 
 青森県周辺海域のキアンコウについて、背びれ第一棘を年齢形質として用いることが

可能であると近年報告されており、雌雄込みの成長式が報告されている（竹谷ほか 
2017）。また、堀（1993）は茨城県沖の漁獲物体長組成から、全長 25～29cm で 1.5 歳、

全長 45cm 前後のもので 2.5 歳と推定している。この推定年齢は、竹谷ほか（2017）で

報告された成長式による推定値と近い値を取るものの、宮城県以南では年齢形質を用い

た解析の報告はなく、青森県周辺海域の成長式をキアンコウ太平洋北部全体に用いるこ

とが出来るかは、検討が必要である。近年、青森県むつ水産事務所が実施した標識放流
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では、全長 40cm で放流された個体が 351 日後の再捕時には全長 58.9cm、体重 2.9kg に

成長し、全長 45cm の個体が 198 日後に 60cm に成長した例が報告されている（野呂・

竹谷 2009）。以上より 2 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

対象海域以外な

ど十分ではない

が、いくつかの

情報が利用でき

る 

対象海域におい

てある程度把握

され、資源評価

に必要な 低限

の情報が利用で

きる 

対象海域に

おいてほぼ

把握され、

精度の高い

情報が利用

できる 

対象海域において

環境要因などの影

響も含め詳細に把

握され精度の高い

十分な情報が利用

できる 

 

1.1.1.3 成熟と産卵 
 仙台湾における 小成熟体長は雌で 59.2cm、雄で 33.9cm と報告されている（小坂

1966）。福島県沿岸では、成熟体長は雌で 55cm 前後、雄で 35cm 前後と報告されてお

り、仙台湾のそれとほぼ一致する（岩崎ほか 2010）。津軽海峡東部沿岸では、漁獲動

向や GSI に関する調査から、産卵期は 5～6 月と推定されている（野呂・竹谷 2009、
竹谷ほか 2013）。仙台湾周辺では産卵期は 5～7 月（小坂 1966）、産卵場は不明であ

る。福島県沖では、生殖腺重量指数を用いた解析から、産卵期は 4 月から遅くとも 8
月と推定されており、福島県中部海域が産卵場である可能性が示唆されている（岩崎

ほか 2010）。以上より 2 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

対象海域以外な

ど十分ではない

が、いくつかの

情報が利用でき

る 

対象海域におい

てある程度把握

され、資源評価

に必要な 低限

の情報が利用で

きる 

対象海域に

おいてほぼ

把握され、

精度の高い

情報が利用

できる 

対象海域において

環境要因などの影

響も含め詳細に把

握され精度の高い

十分な情報が利用

できる 

 

1.1.2 モニタリングの実施体制 
 資源生物学的情報を収集するためのモニタリング調査により、対象魚種の生態の把握

及びそれに基づく資源管理計画の策定に多数の有益な情報を得ることができる。モニタ

リングの項目及び期間については、1.1.2.1～1.1.2.4 の 4 項目の資源評価の実施に必要な

情報が整備されているかどうかを評価する。評価対象となる情報は、①科学的調査、②

漁獲量の把握、③漁獲実態調査、④水揚物の生物調査、である。個別に採点した結果を

単純平均して総合得点を算出する。ここで言う期間の長短とは、動向判断に必要な 5 年

間または、3 世代時間（IUCN 2014）を目安とする。 
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1.1.2.1 科学的調査 
 水産研究・教育機構（以下、水産機構）東北区水産研究所では、1995 年から毎年、ト

ロール調査により東北地方太平洋沖の底魚類の資源量を推定している（柴田ほか 2017）。
しかし、本調査でのキアンコウの採集個体数は非常に少なく、十分な精度の生物情報を

得ることは困難である。以上より 2 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

調査なし 対象種の生息

範囲において

過去に実施し

たことがある 

対象種の生

息範囲にお

いて不定期

に実施して

いる 

対象種の生息範囲に

おいて定期的に実施

しており、資源のい

くつかの項目の経年

変化が把握できる 

対象種の生息範囲に

おいて定期的に実施

しており、資源の多

数の項目の経年変化

が把握できる 

 

1.1.2.2 漁獲量の把握 
 漁業種類別水揚量資料は十分に整備が進んでいない。沖底漁獲成績報告書に基づく

漁場別漁獲統計資料は 1973 年以降分が整理されているが、青森県から茨城県にかけて

の５県全域で漁業種類別にキアンコウの漁獲量が把握できるようになったのは 2000 年

以降である。太平洋北区全体の沖底漁獲量は、1973 年には 492 トンあったが、その後

減少し、1986 年には 32 トンと 低値を記録した。1991 年以降は急激に漁獲量が増加

し、1997 年には 1,133 トンに達した後、現在まで減少傾向が続いており、2015 年は

242 トンであった（柴田ほか 2017）。なお、2011 年以降の漁獲量の減少は、震災およ

び福島第一原発事故による操業休止の影響も大きい。以上より 4 点を配点する。 

図 1.1.2.2 太平洋北区全体の沖底による漁獲量の推移（2004 年以降は県別提出率で引き延ばし

た値） 
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1点 2点 3点 4点 5点 

漁獲量は不

明である 

一部の漁獲量

が短期間把握

できている 

一部の漁獲量が長期間把握

できているが、総漁獲量に

ついては把握できていない 

総漁獲量が短

期間把握でき

ている 

総漁獲量が

長期間把握

できている 

 

1.1.2.3 漁獲実態調査 
 1973 年以降の沖底漁績データから、キアンコウを漁獲した曳網数（有漁網数）の経年

変化が漁法別海区別に得られている。海域全体として、1980 年から 1989 年までは、8,000
～16,000 回で推移し、2001 年に 80,000 回強と 高値に達した後に、減少傾向となった。

2011 年以降、震災による福島県船の操業休止から、常磐沖における努力量は大きく減少

し、2015 年は 28,000 回であった（柴田ほか 2017）。以上より 4 点を配点する。 

図 1.1.2.3 沖底の海区別漁法別努力量（キアンコウ漁獲網数）の推移 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用でき

る情報は

ない 

分布域の一部につ

いて短期間の情報

が利用できる 

分布域の全体を把

握できる短期間の

情報が利用できる 

分布域の一部につ

いて長期間の情報

が利用できる 

分布域の全体を把

握できる長期間の

情報が利用できる 

 

1.1.2.4 水揚物の生物調査 
 水産機構東北区水産研究所と各県が協力しつつ、主要港における水揚げ量調査を行っ

ている（柴田ほか 2017）。茨城県では、漁獲物の体長組成の調査と精密測定も行ってい

る。以上より 2 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用でき

る情報は

ない 

分布域の一部につ

いて短期間の情報

が利用できる 

分布域の全体を把

握できる短期間の

情報が利用できる 

分布域の一部につ

いて長期間の情報

が利用できる 

分布域の全体を把

握できる長期間の

情報が利用できる 
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1.1.3 資源評価の方法と評価の客観性 
 資源評価は、漁業が与える影響に対し漁獲生物資源がどのように変化したか、また、

将来の動向を予測するため、漁獲統計資料や各種の調査情報を収集解析することであり、

資源（漁業）管理のための情報として非常に重要である（松宮 1996）。資源評価方法、

資源評価結果の客観性を 1.1.3.1、1.1.3.2 の 2 項目で評価する。 

1.1.3.1 資源評価の方法 
 太平洋北部では、トロール調査により底魚類の資源量を推定しているが、本調査での

キアンコウの採集個体数は少なく、十分な精度の資源量推定値を得ることは困難である。

尻屋崎-岩手海区と金華山-房総海区ごとに、沖底の CPUE によって資源の水準を判断し

ている（柴田ほか 2017）。以上より評価手法 2 により判定し、3 点を配点する。 

評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① . . . 単純な現存量推

定の経年変化に

より評価 

詳細に解析した現

存量推定の経年変

化により評価 

② . . 単純なCPUEの

経年変化によ

り評価 

詳細に解析した

CPUEの経年変化

により評価 

. 

③ . 一部の水揚げ地の

漁獲量経年変化の

みから評価また

は、限定的な情報

に基づく評価 

漁獲量全体の

経年変化から

評価または、

限定的な情報

に基づく評価 

. . 

④ . . . 調査に基づき資

源評価が実施さ

れている 

精度の高い調査に

基づき資源評価が

実施されている 

⑤ 資源評価無 . . . . 

 

1.1.3.2 資源評価の客観性 
 解析結果およびデータを、水産庁の我が国周辺水域漁業資源評価等推進事業の参画機

関である水産機構および都道府県の水産試験研究機関等に開示し、ブロック資源評価会

議での資源評価の検討を行った上で、その翌年度までには水産庁のホームページに公開

している。報告書作成過程では、複数の有識者に協力を仰ぎ、有識者の助言への対応結

果がブロックの資源評価会議で検討され、修正がなされる。キアンコウ太平洋北部は 8
月下旬に開催される東北ブロック資源評価会議で、その資源評価案が議論される。資源

評価への関心が高まっていることを踏まえ、当該会議は公開とし、一般傍聴を受け付け、

パブリックコメントの受付もしている。データや検討の場が公開されており、資源評価

手法並びに結果については外部査読が行われていることより、5 点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

データや検討の場

が非公開であり、

報告書等の査読も

行われていない 

. データや検討の場が条件付

き公開であり、資源評価手

法並びに結果については内

部査読が行われている 

. データや検討の場が公開

されており、資源評価手

法並びに結果については

外部査読が行われている 

 

1.2 対象種の資源水準と資源動向 

1.2.1 対象種の資源水準と資源動向 
 対象種の資源評価から得られる資源水準と動向の情報は、対象資源の生物学的側面に

とどまらず、社会、経済にも直結する重要な情報である。このため、資源評価結果から

得られる資源水準と動向については単一項目として評価する。我が国では ABC 算定の

ための基本規則を制定し、資源水準と動向を組み合わせた資源評価を実施してきた（水

産庁・水産総合研究センター2016）。本評価では、同規則に従い対象資源の資源水準（高

位、中位、低位）と動向（増加、横ばい、減少）の組合せにより、資源状態を評価する。

ここで、資源水準とは、過去 20 年以上にわたる資源量（漁獲量）の推移から「高位・

中位・低位」の 3 段階で区分したもの、動向とは資源量（資源量指数、漁獲量）の過去

5 年間の推移から「増加・横ばい・減少」に区分したものと定義する。 

 尻屋崎-岩手海区の CPUE は、1973 年をピークに減少し、2002 から 2003 年に向けて

一時的に増加したものの、その後は減少傾向が見て取れる。直近 5 年の CPUE は減少傾

向にあり、資源水準は低位、動向は減少と判断した。金華山-房総海区の CPUE は、1997
年をピークに 2000～2010 年は比較的安定していたが、震災以降増加傾向にある。直近

5 年の CPUE は増加傾向にあり、資源水準は高位、動向は増加と判断した。両者の資源

水準と動向を

総合的に判断

し、キアンコウ

太平洋北部全

体の資源水準

は中位、動向は

横ばいと判断

した（柴田ほか 
2017）。以上よ

り 3点を配点す

る。 

 

図 1.2.1a 尻屋崎-襟裳西海区の CPUE の推移 破線は高中位と中低位水準の境界 
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図 1.2.1b 金華山-房総海区の CPUE の推移 破線は高中位と中低位水準の境界 

 
1点 2点 3点 4点 5点 

低位・減少 

低位・横ばい 

判定不能、不明 

低位・増加 

中位・減少 

中位・横ばい 高位・減少 

中位・増加 

高位・増加 

高位・横ばい 

 

1.3 対象種に対する漁業の影響評価 

1.3.1 現状の漁獲圧が対象資源の持続的生産に及ぼす影響 
 Blimit や Flimit、Fcurrent は計算していない。漁獲量は ABC を上回っていない（柴田

ほか 2017）。以上より評価手法 2 により判定し、4 点を配点する。 

評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① Bcur ≦ Blimit 

Fcur ＞ Flimit 

. Bcur ＞ Blimit 

Fcur ＞ Flimitまたは 

Bcur ≦ Blimit 

Fcur ≦ Flimit 

. Bcur ＞ Blimit 

Fcur ≦ Flimit 

② Ccur ＞ ABC . . Ccur ≦ ABC . 

③ 漁業の影響が大きい . 漁業の影響が小さい . . 

④ 不明、判定不能 . . . . 

 

1.3.2 現状漁獲圧での資源枯渇リスク 
 将来予測を行っていないので不明であるが、前項より、震災以降金華山-房総海区で

は資源が増加傾向にあると判断できるため、資源枯渇リスクは低いと判断される（柴田
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ほか 2017）。以上より評価手法 2 により判定し、4 点を配点する。 

評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① 資源枯渇リスク

が高いと判断さ

れる 

. 資源枯渇リスク

が中程度と判断

される 

. 資源枯渇リスク

がほとんど無い

と判断される 

②③ 資源枯渇リスク

が高いと判断さ

れる 

資源枯渇リスク

が中程度と判断

される 

. 資源枯渇リスク

が低いと判断さ

れる 

. 

④ 判定していない . . . . 

 

1.3.3 資源評価結果の漁業管理への反映 
 資源評価は、それ自体が 終的な目的ではなく資源管理、漁業管理のための情報を増

大させる一環として位置づけられる（松宮 1996）。漁業管理方策策定における資源評価

結果の反映状況を、規則と手続きの視点から評価する。 

1.3.3.1 漁業管理方策の有無 
 評価の結果を受けて ABC は設定されているが、結果は漁業管理方策には反映されて

いない。以上より 2 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業制御規則は

ない 

漁獲制御規則がある

が、漁業管理には反

映されていない 

. . 漁獲制御規則があり、

資源評価結果は漁業管

理に反映されている 

 

1.3.3.2 予防的措置の有無 
 我が国の資源管理のための漁獲方策（harvest control rule）では、管理基準設定に際

し、不確実性を考慮した管理基準が設定されているが、実際の管理には反映されてい

るとはいえない。以上より 2 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

予防的措置は考慮されていない . . . 予防的措置は考慮されている 

 

1.3.3.3 環境変化が及ぼす影響の考慮 
 環境変化による影響は把握されていない。以上より 1 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

環境変化の影

響について

は、調べられ

ていない 

環境変化の影響が

存在すると思われ

るが、情報は得ら

れていない 

環境変化の影響

が存在するが、

全く考慮されて

いない 

環境変化の影響

が把握され、一

応考慮されてい

る 

環境変化の影響

が把握され、十

分に考慮されて

いる 
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1.3.3.4 漁業管理方策の策定 
 太平洋北部のキアンコウは、水産庁が平成 13（2001）年度から実施している「資源回

復計画」の対象種となり、保護区設定の措置が実施されていた(水産庁 2010)。資源回復

計画は平成 23（2011）年度で終了したが、同計画で実施されていた措置は、平成 24（2012）
年度以降、新たな枠組みである資源管理指針・計画の下、継続して実施されている。管

理指針の策定には内部関係者による検討がなされていると考えられることから、3 点を

配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

外部専門家や利害関係者

の意見は全く取り入れら

れていない、または、資

源評価結果は漁業管理へ

反映されていない 

. 内部関係者の検

討により、策定

されている 

外部専門家を含

めた検討の場が

ある 

外部専門家や利

害関係者を含め

た検討の場が機

能している 

 

1.3.3.5 漁業管理方策への遊漁、外国漁船、IUU 漁業などの考慮 
 キアンコウ太平洋北部系群では、遊漁や外国漁船の影響はなく、IUU 漁業もみられな

い。以上より NA とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

遊漁、外国漁

船、IUUなど

の漁獲の影響

は考慮されて

いない 

遊漁、外国漁船、

IUUなどの漁獲を

考慮した漁業管理

方策の提案に向け

た努力がなされて

いる 

遊漁、外国漁

船、IUUなどの

漁獲を一部に考

慮した漁業管理

方策の提案がな

されている 

遊漁、外国漁

船、IUUなどの

漁獲を十分に考

慮した漁業管理

方策の提案がな

されている 

遊漁、外国漁

船、IUUなどの

漁獲を完全に考

慮した漁業管理

方策の提案がな

されている 
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2．海洋環境と生態系への配慮 

概要 

生態系情報・モニタリング（2.1） 

太平洋北区はマイワシ、マサバ等浮魚鍵種の生育場であるため、農林水産省のプロジ

ェクト研究、および水産機構の一般研究課題として長期にわたり調査が行われてい

る。現在 Ecopath による食物網構造と漁業の生態系への影響評価が進められている

（2.1.1 4 点）。当該海域における海洋環境及び低次生産、底魚類などに関する調査は

水産機構、関係県の調査船により定期的に実施されている（2.1.2 5 点）。沖合底びき

網漁業、定置網漁業、小型底びき網漁業について、魚種別漁獲量は把握されている

が、混獲非利用種や希少種について水揚げ時の情報が収集できる体制は整っていない

（2.1.3 3 点）。 

 

同時漁獲種（2.2） 

混獲利用種：沖合底びき１艘びき、2艘びきともに混獲種であるマダラ、スルメイ

カ、スケトウダラのうち、スルメイカの資源状態が懸念される。定置網の混獲種であ

るさば類、マイワシ、さけ類、サンマについては、現状で資源状態が懸念される魚種

はない。小型底びき網の混獲種であるかれい類、ヒラメ、マダラのうち、マコガレイ

などの資源状態が懸念される（2.2.1 沖合底びき網 3点、定置網 4点、小型底びき網

3点、総合 3点）。 

混獲非利用種：沖合底びき網（１艘びき、２艘びき、小型底びき）について、調査船

による調査結果から特定した混獲非利用種の中で、有意な増減傾向を示した 22 種の生

物のうち、減少傾向を示したのは 4種のみであり、総合的には対象漁業が混獲非利用

種に深刻な悪影響を与えているとは言えない。定置網の混獲非利用種については、十

分な情報がない。（2.2.2 沖底 4点、小底 4点、定置 1点、総合 3点）。 

希少種：環境省が指定した絶滅危惧種の中で、評価対象水域と分布域が重なる種につ

いてリスク評価した結果、各漁業とも、総合的には希少種に対するリスクは低いと判

断された（2.2.3 沖底 4点、定置 4点、小底 4点）。 

 

生態系・環境（2.3） 

 若齢個体のキアンコウは、共食いをすることやミズウオに捕食されることがある

が、ミズウオに関する時系列データが不足している（2.3.1.1 1 点）。餌生物：カタク
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チイワシとキアンコウの資源量の間には正の相関関係がみられたが、このことは、キ

アンコウのトップダウンコントロールがないことを示唆する（2.3.1.2 4 点）。競争

者：生態系モデル Ecopath による解析結果によると、中深層性サメ類がキアンコウに

負の影響を及ぼしているものの、キアンコウが大きな負の影響を及ぼしている結果は

得られていない（2.3.1.3 3 点）。 

 沖合底びき網については、漁業の規模と強度は重篤な影響を示さず、栄養段階組成

の変化からみて、生態系特性に不可逆的な変化は起こっていないと考えられる。小型

底びき網及び定置網漁業でも、漁業の規模と強度による影響は軽微であり、栄養組成

段階の変化をみても、生態系特性に不可逆的な変化は起こっていないと考えられる。

（2.3.2 沖底 4点、小底 4点、定置 4点）。 

 オッタートロールでは、海底環境に対する重篤な悪影響が懸念される。かけまわし

では非漁場として操業の影響を受けない海域が広い（大部分を占める）ため、影響は

軽微と判断された。沖合底びき網 2艘びきは、規模と強度の評価点が低かったが、非

漁場の割合の評価点が高く、よって全体の深刻さは軽微と考えられた。小型底びきで

は、オッタートロール同様に沿岸近くの浅海域で操業密度が高く、一部で悪影響が懸

念された。定置網は、着底漁具ではないが、網を固定するアンカーが海底と接触して

いる（2.2.3 沖底 4点、小底 3点、定置 3点、総合 4点）。 

 対象漁業からの排出物は適切に管理されており、水質環境への負荷は軽微であると

判断される（2.3.4 全て 4点）。 

 沖合底びき網 1艘びきの漁獲量 1トンあたりの CO2排出量は、他の漁業での平均的

排出量（漁獲 1トン当たり）と比べると低いと判断される（2.3.5 全て 4点）。 

 

評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 

 農林水産統計には、キアンコウ漁獲量は計上されていない。柴田ほか（2018）によ

れば、太平洋北区に属する青森、岩手、宮城、茨城 4県の漁業種類別漁獲量の合計

は、2015 年は沖合底びき網 212 トン 33％、定置網 100 トン 15％、小型底びき網 86 ト

ン 13％、刺し網 26 トン 4.0％、その他 224 トン 35％であった。その他漁法を除いた

沖合底びき網、定置網、小型底びき網の合計で 75%を越えるため、評価対象漁業は沖

合底びき網、定置網、小型底びき網とする。なお、全漁獲量の 35％を占める「その

他」の内訳は不明である。 

② 評価対象海域の特定 
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 キアンコウは、北海道以南、黄海・東シナ海まで分布するが、その資源構造から太

平洋北部のものは一つの資源評価単位と考えられている。ここでは太平洋北部の系群

の分布域である太平洋北区を対象海域とする。 

 

③ 評価対象漁業と生態系に関する情報の集約と記述 

1) 漁具，漁法 

 太平洋北区の沖合底びき網には 1艘びき（かけまわし、オッタートロール）、2艘び

きの 3種類がある。 

・沖底 1艘びき 

 太平洋北区の 1艘びきには、オッタートロールとかけ回しがある。水産機構・東北

区水産研究所編集の 2015 年版太平洋北区沖合底びき網漁業漁場別漁獲統計資料（服部 

2017）によれば、小海区の金華山（北緯 38～39º）、常磐（北緯 36.5～38º）、房総（北

緯 36.5º以南）では、オッタートロールでキアンコウが漁獲されている。オッタート

ロールの網口は、茨城県沿岸海域では 20m 程度。曳網速度は、鳥取県の試験操業の例

では 2.6～3.2 ノット（倉長ほか 1999）、1回の曳網時間は宮城県の板びき網の例では

凡そ 2時間（金田 2005）である。 

 1 艘びきのかけまわしでは、小海区の尻屋崎（北緯 40.5～41.5º）、岩手沖（北緯 39

～40.5º）でキアンコウを漁獲している。かけまわし漁業は、海面に投入した浮標を起

点にロープ、網、ロープの順で三角形を描くように投入しながら起点の樽に戻り、網

をたぐり寄せる漁法である。片方のロープ長は北海道の例では 2,200～2,400ｍである

（金田 2005）。 

 

・沖底 2艘びき 

 小海区の岩手沖では 2艘びきでキアンコウが漁獲されている。水産機構・開発調査

センターによれば、2そうのびき船の間隔は 500～650m、引き綱の長さは 1,350～

1,450m、袖網・身網・コッドエンドの合計は 96m である（水産機構・開発調査センタ

ー 2018）。曳網時間は、岩手県の例では 4時間である（松浦 2004）。 

 

・定置網 

 不明 

・小型底びき 

 2016 年の県別漁獲量データによれば、小型底びき網での漁獲量は宮城県が多い
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（3,635 トンのうち 2,312 トン）。小型底びきには様々な種類があるが、東北海域で漁

獲量の多い宮城県では、主に板びき漁法が行われている（橋本 1985）。福島県の板び

き網の例では、沈子綱（グランドロープ）長は 31.9ｍ。曳網時間は 1～2時間（金田 

2005）。 

 

2) 船サイズ，操業隻数，総努力量 

・沖底１そう：15.25～160 トン、88 隻、有漁網数 33,297 回／年（2016 年） 

・沖底２そう：75 トン、5ヶ統、有漁網数 429 回／網（2016 年） 

 ・小底と板びきは１そう（スタントロール型）。15 トン未満。操業隻数等は不明。 

 

3) 主要魚種の年間漁獲量 

2016 年の農林水産統計（市町村別結果からの積算集計）によれば、太平洋北区におけ

る魚種別漁獲量で上位に来る種は以下の通りである。上位は多獲性浮き魚類が占め、

所謂底魚類としては、8位にマダラ、11 位にスケトウダラなどが入っている。さめ

類、かれい類などの種組成は不明である。 

 
漁獲量(t） 漁獲量比（％） 

さば類 216,993 35   

マイワシ 135,756 22   

サンマ 39,753 6.4 

スルメイカ 25,655 4.1 

さめ類 19,586 3.2 

カツオ 19,294 3.1 

オキアミ 16,498 2.6 

マダラ 15,825 2.7 

さけ類 12,934 2.1 

メバチ 12,545 2   

スケトウダラ 11,809 1.9 

キハダ 8,826 1.4 

ぶり類 8,559 1.1 

ビンナガ 6,817 1.4 

かれい類 6,138 1   

 

4) 操業範囲：大海区，水深範囲 

・沖底 太平洋北区、水深 78～200 m 

・小底 太平洋北区、水深 50～200 m 

・定置 不明 
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5) 操業の時空間分布 

・沖底 7～8月を除く周年、青森県～茨城県沖 

・小底 7～8月を除く周年、青森県沖、宮城県～茨城県沖 

・定置 不明 

 

沖底については、太平洋北区沖合底びき網漁業漁場別漁獲統計資料（服部 2017）から

漁業種類別・小海区別に月別の有漁漁区（10 分升目）数を計数すると以下の通りであ

る。 

  １そうかけまわし 2そう 1そうオッタートロール 

月 尻屋崎 岩手沖 金華山 常磐 房総 

1 10 3 5 16 18 9 

2 9 0 7 14 15 12 

3 11 2 10 16 17 9 

4 11 3 10 15 15 13 

5 11 2 1 13 12 12 

6 7 1 1 15 17 10 

7             

8             

9 8 4 4 12 18 6 

10 7 3 6 13 17 7 

11 9 1 3 15 17 8 

12 10 4 5 14 21 11 

 

6) 同時漁獲種 

2016 年農林統計（市町村別結果からの積算集計）による、太平洋北区における沖合底び

き 1 艘びき、2 艘びき、並びに定置網での漁獲量上位の魚種は以下に示す通りである。 

沖合底びき 1艘びき 
 

漁獲量（t） 漁獲量比（％） 

マダラ 7,247 23  

スルメイカ 6,397 20  

スケトウダラ 6,243 20  

かれい類 1,544 4.9 

さめ類 487 1.6 

たこ類 419 1.3 

ヒラメ 345 1.1 

キチジ 301 1  

漁獲量計 31,353 
 

比率累計 
 

72.9 
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沖合底びき 2艘びき 
 

漁獲量(t） 漁獲量比（％） 

スケトウダラ 5,150 44  

スルメイカ 3,180 27  

マダラ 2,693 23  

かれい類 164 1.4 

キチジ 159 1.3 

漁獲量計 11,811 
 

比率累計 
 

96.7 

 

定置網（大型、小型計） 
 

漁獲量(t） 漁獲量比（％） 

さば類 31,174 40  

マイワシ 19,138 24  

さけ類 11,416 15  

サンマ 6,661 8.5 

カタクチイワシ 1,830 2.3 

マダラ 991 1.3 

さわら類 943 1.2 

漁獲量計 78,244 
 

比率累計 
 

92.2 

 

小型底びき網 
 

漁獲量(t） 漁獲量比（％） 

かれい類 942 16      

ヒラメ 504 8.3 

マダラ 478 7.9 

ホタテガイ 268 4.4 

たこ類 148 2.4 

マアジ 124 2.0 

タチウオ 86 1.4 

アナゴ 71 1.2 

マダイ 69 1.1 

ガザミ 67 1.1 

スケトウダラ 64 1.1 

さめ類 63 1.0 

漁獲量計 6,059 
 

比率累計 
 

48           

 

 沖合底びき網 1艘びき、2艘びきについてはマダラ、スケトウダラなど一般的に底

魚とされる魚種が多いが、回遊性の資源であるスルメイカが 2位であった。かれい

類、さめ類の種組成は不明である。また、上記の統計にはないが、イトヒキダラ、イ

バラヒゲ、エゾイソアイナメ、ケガニ、テナガダラ、ババガレイ、ヒレグロ、ホッコ
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クアカエビ、ミギガレイ、マルアオメエソ、ユメカサゴなども混獲され、利用されて

いる。 

 定置網では、回遊性の小型魚類が漁獲物の上位を占めている。小型底びき網は漁獲

物の多様性が高く、全漁獲量の 1％の種まで累積しても 48％にしか達しなかった。た

だし、その他○○類という項目は無視したため、集計項目に上がらない種で漁獲量の

大きいものがあった可能性はある。 

 

 混獲非利用種：水産機構・東北区水産研究所の若鷹丸による調査では、イラコアナ

ゴ、エイ類、カジカ類、カニ類、カラフトソコダラ、カンテンゲンゲ、ギス、ゴコウ

ハダカ、コヒレハダカ、シロゲンゲ、セッキハダカ、ソウハチ、ソコダラ類、トドハ

ダカ、ナガハダカ、ネズミギンポ、ハダカイワシ類、ハナソコダラ、ヒモダラ、フジ

クジラ、マメハダカ、ムネダラなどがトロールによって採集されることから、これら

が混獲非利用種と考えられる。 

 

7) 希少種 

 環境省による 2017 年レッドデータブック（環境省 2017）掲載種の中で、生息環境

が太平洋北区と重なる動物は以下の通りである。 

爬虫類  アカウミガメ（EN） 

鳥類  ヒメウ（EN）、ヒメクロウミツバメ（VU）、コアジサシ（VU）、カンムリウミス

ズメ（VU）、コアホウドリ（EN）、セグロミズナギドリ（EN）、アホウドリ（VU）、

オオアジサシ（VU） 

キアンコウを対象とする操業は海洋底層で行われているため、淡水・汽水魚は除外した。 

 

  



 
 

24 

2.1 操業域の環境・生態系情報，科学調査，モニタリング 

2.1.1 基盤情報の蓄積 

 評価対象水域である太平洋北区は、親潮域、黒潮・親潮続流域を含む生産性の高い水

域である。当該海域はマイワシ、マサバ等浮魚鍵種の生育場であるため、海洋環境、生

態系などについて、農林水産省の大型別枠研究、委託プロジェクト研究、および水産機

構の一般研究課題として、長期にわたりさまざまな調査が行われている。現在 Ecopath
による食物網構造と漁業の生態系への影響評価が進められている。よって 4 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情

報はない 

 部分的だが

利用できる

情報がある 

リスクベース評

価を実施できる

情報がある 

現場観測による時系列データや生

態系モデルに基づく評価を実施で

きるだけの情報が揃っている 

 

2.1.2 科学調査の実施 

 当該海域における海洋環境及び低次生産などに関する調査は、水産機構の調査船若鷹

丸（692 トン）により毎年実施されている。底魚類についても、若鷹丸により長年調査

が行われており、平成 28 年については、底魚類資源量調査を始め 5航海延べ 67 日に亘

り調査が行われた（水産機構 東北区水産研究所 2017）。よって 5点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

科学調査は実施

されていない 

 海洋環境や生態系

について部分的・

不定期的に調査が

実施されている 

海洋環境や生態系

に関する一通りの

調査が定期的に実

施されている 

海洋環境モニタリン

グや生態系モデリン

グに応用可能な調査

が継続されている 

 

2.1.3 漁業活動を通じたモニタリング 

評価対象漁業である沖合底びき網漁業は、指定漁業であり、漁獲成績報告書の提出が

義務づけられている。漁獲成績報告書は、水産機構・東北区水産研究所が集計し、公立

の試験研究機関等にも開示されている。しかし、漁獲成績報告書に記載されない混獲非

利用種や希少種について、情報収集できる体制は整っていない。小底、定置網について

も、魚種別漁獲量は把握されているが、混獲非利用種、希少種については情報収集はさ

れていない。したがって、各漁業とも 3点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業活動から情

報は収集されて

いない 

 混獲や漁獲物

組成等につい

て部分的な情

報を収集可能

である 

混獲や漁獲物組成

等に関して代表性

のある一通りの情

報を収集可能であ

る 

漁業を通じて海洋環境

や生態系の状態をモニ

タリングできる体制が

あり、順応的管理に応

用可能である 
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2.2 同時漁獲種 

2.2.1 混獲利用種 

・沖合底びき１艘びき 

「評価範囲③6」より、全漁獲量に対し漁獲量比率が 5％を超えているマダラ、スルメ

イカ、スケトウダラを便宜的に混獲利用種とする。表 2.2.1a, b, c に示した資源状態から

判断した各混獲利用種に対するスコアを、魚種別の漁獲量で重み付け平均すると 3.2 と

なる。スルメイカの資源状態が懸念されるため、3 点とする。 

・沖合底びき 2 艘びき 

「評価範囲③6」より、全漁獲量に対し漁獲量比率が 5％を超えているスケトウダラ、

スルメイカ、マダラを便宜的に混獲利用種とする。表 2.2.1a, b, c に示した資源状態から

判断した各混獲利用種に対するスコアを、魚種別の漁獲量で重み付け平均すると 3.8 と

なる。スルメイカの資源状態が懸念されるため、3 点とする。 

・定置網（大型、小型計） 

「評価範囲③6」より、全漁獲量に対し漁獲量比率が 5％を超えているさば類、マイワ

シ、さけ類、サンマを便宜的に混獲利用種とする。表 2.2.1e, f, g に示した資源状態から

判断した各混獲利用種に対するスコアを、魚種別の漁獲量で重み付け平均すると 3.4 と

なる。現状で資源状態が懸念される魚種はないため、4 点とする。 

・小型底びき網 

「評価範囲③6」より、全漁獲量に対し漁獲量比率が 5％を超えているかれい類、ひら

め、マダラを便宜的に混獲利用種とする。表 2.2.1a, h, i に示した結果から各混獲利

用種に対するスコアを、魚種別の漁獲量で重み付け平均すると 4.0 となる。総合的なリ

スクは低いが、マコガレイなどの資源状態が懸念されるため、3点とする。 

 以上の結果から「評価範囲①」にある漁業種類別漁獲量を用いて重み付け平均値を求

めると 3.3 となるため、スコアは 3点とする。 

表 2.2.1a マダラ太平洋系群 

構成 測定基準 スコア 問題と摘要 データの出典 

対象

種に

対す

る漁

業の

影響

評価 

資源水準と動

向の評価 

5 トロール調査によって求めた1996年以降の資源量

を基に、資源を高位、中位および低位に区別して

いる。2016年の資源量は過去3番目に多いことか

ら、高位水準にあると考えられる。また、 近5

年間（2012～2016年）の傾向で見ると、増加して

いることから動向は増加であると考えられる。 

成松ほか

（2017） 

現状の漁獲圧が

対象種資源の持

続的生産に及ぼ

4 震災以降漁獲圧は低下しており、また現在の資源

も多くの年齢によって構成されるなど、資源状態

は良い。そのため、現在の加入と漁獲圧が続く場

成松ほか

（2017） 
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す影響 合でも資源は大きく減少しないことがシミュレー

ションによって示されている。 

現状の漁獲圧で

の資源枯渇リス

ク 

1 不明 
 

 
平均 3.3 

  

 
表 2.2.1b スケトウダラ太平洋系群 

構成 測定基準 スコア 問題と摘要 データの出典 

対象種

に対す

る漁業

の影響

評価 

資源水準と

動向の評価 

2 平成21（2009）年度評価より、本系群の資源水

準の判断には、1990年代以降の漁獲の主体とな

っている2歳以上の資源量を用いている（森ほか 

2010）。また、高位は、豊度の高い年級群が連続

して発生した際に期待される1,000千トン以上

に、低位は、親魚量がBlimit付近まで減少した

際に予測される500千トン未満に設定している。

2歳以上の資源量は、0歳以上の資源量と類似し

た変動パターンを示しているが、1981年漁期以

降における2歳以上の資源量は500千トンを下回

ったことがないため、本系群は1981年漁期以

降、常に中位水準以上にある。2015年漁期の水

準についても、2歳以上の資源量が752千トンの

ため、中位と判断した。また、動向は、2011～

2015年漁期の2歳以上の資源量の推移から減少と

判断した。 

船本ほか 

（2017） 

現状の漁獲

圧が対象種

資源の持続

的生産に及

ぼす影響 

5 1990年代まで概ね200千トン以上で推移していた

漁獲量は、2002年漁期には109千トンへと減少し

た。漁獲量はその後増加し、2005年漁期以降は

143千～175千トンの範囲で安定して推移していた

が、2015年漁期には120千トンへと減少した。資

源量（0歳以上の総重量）は、1981年漁期以降901

千～1,428千トンの範囲で安定して推移してお

り、その中で、卓越年級群を含む豊度の高い年級

群が発生した後に増加する傾向にあった。2015年

漁期の資源量は、2014年漁期よりも若干増加し、

931千トンであった。今後も豊度の高い年級群が

発生する親魚量を維持すれば、本資源を持続的に

利用できると考えられる。よって、資源の回復措

置をとる閾値であるBlimitは、豊度の高い年級群

の発生が期待できる 低水準の親魚量とし、具体

的には1982年級群が発生した151千トンとした。

なお、2015年漁期の親魚量である349千トンは、

Blimitを上回っている。現在の漁獲割合は13％程

度となっており、現状の漁獲圧は高くはない。現

状の漁獲圧を維持するFcurrentで漁獲した場合、

漁獲量と親魚量はともに2018年漁期以降増加し、

親魚量は常にBlimit以上となる。一方、親魚量を

中長期的に維持するFsusで漁獲した場合には、漁

獲量は2017年漁期以降180千トン付近で横ばいと

船本ほか 

（2017） 
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なり、親魚量も2018年漁期以降230千トン付近で

横ばいとなる。よって、FcurrentおよびFsusで漁

獲した場合には、管理目標である親魚量をBlimit

以上の適切な水準に維持するという条件が満たさ

れる。 

現状の漁獲

圧での資源

枯渇リスク 

5 再生産成功率(RPS)の変動が漁獲量と親魚量の動

向に与える影響をみるために、2002～2011年漁

期のRPSが2016年漁期以降重複を許してランダム

に発生するという条件の下で、2017年漁期以降

の漁獲シナリオを前述のFcurrentとFsusとした場

合におけるシミュレーション（1,000回試行）を

実施したところ、2026年漁期の親魚量がBlimit

を上回る確率は、Fcurrentで100%、Fsusで80%と

算出され、ともに高い値となっている。 

船本ほか 

（2017） 

 
平均 4 

  

 
表 2.2.1c スルメイカ冬季発生系群 

構成 測定基準 スコア 問題と摘要 データの出典 

対象種

に対す

る漁業

の影響

評価 

資源水準と

動向の評価 

1 漁獲量・努力量・調査船調査結果等から標準化

した資源量指標値に基づき各年の資源尾数が

1979年から推定されている。当該解析手法につ

いては複数の外部有識者（大学の専門家）によ

るチェックを毎年受けることで客観性を担保し

ている。1979年～2016年までの38 年間の 高資

源尾数と 低資源尾数の範囲を3等分し、23.7億

尾より上を高位水準、14.1億尾未満は低位水準

とし、資源水準を判断している。2016年の資源

尾数10.8億尾で、資源水準は低位と判断した。

資源の動向は、2012～2016年の資源尾数の推移

から減少と判断した。 

加賀ほか

（2017） 

現状の漁獲

圧が対象種

資源の持続

的生産に及

ぼす影響 

1 2016年漁期終了時の親魚量（3.3億尾）はBlimit
（5.2億尾）を下回っている。現状の漁獲圧（漁

獲係数(Fcurrent）は、中長期的に親魚量を維持

することが期待できるFmedを上回っている。 

加賀ほか

（2017） 

現状の漁獲

圧での資源

枯渇リスク 

5 加入量の不確実性を考慮して、資源量、親魚

量、漁獲量の将来予測シミュレーションを行

い、各漁獲シナリオを評価した。Fcurrentで漁獲

を続けた場合、親魚量が5年後にBlimitを上回る

確率は30%未満であった。 

加賀ほか

（2017） 

 
平均 2.3 

  

 

表 2.2.1d マサバ太平洋系群 

構成 測定基準 スコア 問題と摘要 データの出典 

対象種

に対す

る漁業

の影響

資源水準と

動向の評価 

2 近年の漁獲係数Fをチューニングで推定したコ

ホート解析（tuned VPA）により各漁期年の年齢

別資源尾数が1970年から推定されている。当該

解析手法については複数の外部有識者（大学の

 由上ほか

（2017a） 
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評価 専門家）によるチェックを毎年受けることで客

観性を担保している。 

 1970年以降の45年間の親魚量および資源量の

推移から資源水準を判断し、親魚量45 万トン

（Blimit）以上を中位水準、それ未満は低位水

準、1970年代に見られた資源量320万トン以上を

高位水準とした。2014年の親魚量は33.6 万トン

とBlimitを下回っていることから、資源水準は

低位と判断される。過去5年間（2010～2014年）

の親魚量および資源量の推移から資源動向は増

加と判断される。 

現状の漁獲

圧が対象種

資源の持続

的生産に及

ぼす影響 

3 2014年の親魚量は33.6万トンとBlimit（45万ト

ン）を下回っているものの、提示されたFlimitの
大値はFcurrentを上回っている。 

由上ほか

（2017a） 

現状の漁獲

圧での資源

枯渇リスク 

5 親魚量の回復を図る漁獲シナリオに基づいて

2016年以降のF(Frec)を設定しABCを算定すること

により漁獲を管理する漁獲シナリオに基づき、

加入量の不確実性を考慮した資源量、親魚量、

漁獲量の将来予測シミュレーションを行い、親

魚量が5年後（2021年漁期当初）にBlimitへ回復

する確率および2014年親魚量を維持する確率が

評価されている。2013年の高い加入量によって

資源は増加傾向にあることから、2021年漁期当

初における親魚量がBlimitへ回復する確率は、

Fmed以外の漁獲シナリオで高い。Fcurrentで漁

獲を続けたとしても5年後にBlimitを下回る確率

は1%であり資源枯渇リスクは小さい。 

由上ほか

（2017a） 

 
平均 3.3 

  

 

表 2.2.1e マイワシ太平洋系群 

構成 測定基準 スコア 問題と摘要 データの出典 

対象種

に対す

る漁業

の影響

評価 

資源水準と

動向の評価 

4 資源水準の区分は、1976年以降の資源量の推移

から、資源が増大し、密度効果で成長、肥満度

の低下がみられた、1977年以降1980年代の資源

量500万トン以上の水準を高位、1990年代以降の

資源量50万トン以上、親魚量が1996年水準

（Blimit、22.1万トン）以上で成魚の索餌回遊

が三陸北部以北の親潮域までみられるような水

準を中位、資源量、親魚量がBlimitを下回り、

成魚の索餌回遊が常磐海域以南に縮小するよう

な水準を低位とした。マイワシ資源は周期的な

資源変動を示し、1980年代までは高水準であっ

たがその後減少傾向を示し2000年代は低水準で

あったが2010年代に入って増加傾向に転じた。

現在の資源水準は、2014年の資源量が92万ト

ン、親魚量が54.8万トンであることから中位と

判断した。動向は近年5年間（2010～2014年）の

由上ほか

(2017b） 
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資源量の推移から増加と判断した。 

現状の漁獲

圧が対象種

資源の持続

的生産に及

ぼす影響 

5 北部太平洋の大中まき網漁業による道東域を含ま

ないマイワシの推定漁獲量は2013 年が54,285ト

ン、2014年が42,263トン、2015年が40,570トンで

あった。マイワシ漁獲量は資源量の長期変動に応

じて大きく変動した。すなわち、1980年代は漁獲

量が250万トンを超えることもあったが、1990年

代から減少傾向となり1990年代後半以降は低迷し

た。2000 年以降、資源量の減少に伴い努力量は

年々減少する傾向にあったが、2009 年以降は資

源の増加に伴ってやや増加している。2000年以降

は、いずれの年も夏季を中心に増加する傾向がみ

られた。 

 2014年の親魚量はBlimit（221千トン）を上回

り、提示されたFlimitの 大値はFcurentを上回っ

ている。 

由上ほか

(2017b） 

現状の漁獲

圧での資源

枯渇リスク 

5 将来予測シミュレーションにより、Fcurentで漁

獲を続けたとしても5年後にBlimitを下回る確率

は6%であり資源枯渇リスクは小さい。 

由上ほか

(2017b） 

 
平均 4.7 

  

 

表 2.2.1f サンマ北西太平洋系群 

構成 測定基準 スコア 問題と摘要 データの出典 

対象種

に対す

る漁業

の影響

評価 

資源水準と

動向の評価 

2 サンマの資源水準の指標として標準化CPUEを用

い、平均値（2.69トン）の±標準偏差（1.67ト

ン）内を中位水準、平均値＋標準偏差以上を高位

水準、平均値－標準偏差以下を低位水準として判

断すると、2016年の標準化CPUE（1.82トン）は、

平均値±標準偏差内にあることから、2016年の資

源水準は、減少傾向にあるものの、中位と判断さ

れた。なお、日本の調査船によるサンマの分布量

は、近年減少傾向にある。 

 

現状の漁獲

圧が対象種

資源の持続

的生産に及

ぼす影響 

5 NPFCの資源評価では、2015年のサンマの資源量

はMSY水準を上回っており、乱獲状態にはない可

能性が高いと判断されている。 

Technical 
Working Group 
on Pacific 
Saury Stock 
Assessment. 
（2017） 

現状の漁獲

圧での資源

枯渇リスク 

4 NPFCの資源評価では、2015年のサンマの資源量

はMSY水準を上回っており、現状の漁獲圧によっ

て資源が枯渇するリスクは低いと判断されてい

るものの、これ以上、漁獲圧を高めるのは避け

るべきだとして、漁船の許可隻数の増加を抑制

する保存管理措置が採択されている。 

Technical 
Working Group 
on Pacific 
Saury Stock 
Assessment. 
（2017） 

 
平均 3.7 
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表 2.2.1g さけ類（シロザケ日本系） 

構成 測定基準 スコア 問題と摘要 データの出典 

対象種

に対す

る漁業

の影響

評価 

資源水準と

動向の評価 

2 現在の日本系サケの資源は変動しながら漸減して

おり、資源水準は中位に相当する。2011年には

1989年以降で2番目に低い来遊数を記録したが、

その後2012〜2013年にかけて緩やかながらも回復

の兆しが認められる。2014年以降、再び減少し、

2016年に1989年以降 低水準になった。 

渡邉ほか

（2017） 

現状の漁獲

圧が対象種

資源の持続

的生産に及

ぼす影響 

1 不明 
 

現状の漁獲

圧での資源

枯渇リスク 

1 不明 
 

 
平均 1.3 

  

 

表 2.2.1h ヒラメ（太平洋北部系群） 

構成 測定基準 スコア 問題と摘要 データの出典 

対象種

に対す

る漁業

の影響

評価 

資源水準と

動向の評価 

4 2005、2007、2010、2012年級群の豊度が南部海

域(宮城〜茨城県)で非常に高かったため、2006

年以降の資源量は高位水準を維持している。ま

た、2011年3月に発生した東日本大震災の影響

で、2011年漁期(2011年7月〜2012年6月)以降の

漁獲圧が大きく減少しており、2011年以降の資

源量を増大させている。2016年(暦年)の漁獲量

は前年より減少して、2,332トンであった。 

栗田ほか

（2018） 

現状の漁獲

圧が対象種

資源の持続

的生産に及

ぼす影響 

5 資源水準が高位であること、加入量を有効に利

用するFmaxで漁獲を継続しても当面は震災後の

高い資源水準を維持できると予想されている。 

栗田ほか

（2018） 

現状の漁獲

圧での資源

枯渇リスク 

5 Flimitの漁獲圧を維持した時の資源量は徐々に

減少し、2023年漁期には10.1千トンとなる。こ

の資源量は震災前の 大値の1.66倍と高い水準

であったことから、枯渇リスクは低いと考えら

れる。 

栗田ほか

（2018） 

 
平均 4.7 

  

 

小型底びきで混獲されるマガレイ、イシガレイ、ババガレイ、マコガレイ、ムシガレイ

に対しては、資源評価されていないため CA によって評価した。キアンコウ CPUE との

間に有意な（p<0.05）相関関係が得られた場合には、R2を赤字で記した。 
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表 2.2.1i ⼩型底びきに対する CA 評価（かれい類）の結果 
評価対象漁業 小型底びき 

評価対象海域 太平洋北部 

評価対象魚種 キアンコウ 

評価項目番号 2.2.1 

評価項目 混獲利用種 

評価対象要素 資源量 4 

再生産能力  

年齢・サイズ組成  

分布域  

その他：  

評価根拠概要 

  
図 2.2.1 a. キアンコウの資源量とマガレイの漁獲量 

 

  
図 2.2.1bキアンコウのCPUEとイシガレイの漁獲量 
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図2.2.1c キアンコウのCPUEとババガレイの漁獲量 

 

  
図 2.2.1d キアンコウのCPUEとマコガレイの漁獲量 

 

  
図 2.2.1e キアンコウのCPUEとムシガレイの漁獲量 
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図2.2.1f キアンコウと混獲利用種の関係 
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評価根拠 以上のように、キアンコウと混獲利用種の間に有意な相関関係を示したのは、

福島県のババガレイである。震災後の福島県のかれい類漁獲量が不明であるた

め、正確な判断は難しいが、キアンコウのCPUEとババガレイの漁獲量が正の関

係を示すことは、キアンコウを対象とする漁業によって、かれい類が悪影響を

受けているとは言えないため、4点とした。 

 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を

実施で

きない 

混獲利用種の中

に資源状態が悪

い種もしくは混

獲による悪影響

のリスクが懸念

される種が多く

含まれる 

混獲利用種の中に混獲に

よる資源への悪影響が懸

念される種が少数含まれ

る。CAやPSAにおいて悪影

響のリスクは総合的に低

いが、悪影響が懸念され

る種が少数含まれる 

混獲利用種の中

に資源状態が悪

い種もしくは混

獲による悪影響

のリスクが懸念

される種が含ま

れない 

個別資源評価に基

づき、混獲利用種

の資源状態は良好

であり、混獲利用

種は不可逆的な悪

影響を受けていな

いと判断される 

 

2.2.2 混獲非利用種 

・沖合底びき網（１艘びき、２艘びき、小型底びき） 

若鷹丸の調査結果から沖合底びき網によって混獲され、利用されない種はイラコア

ナゴ、エイ類、カジカ類、カニ類、カラフトソコダラ、カンテンゲンゲ、ギス、ゴコ

ウハダカ、コヒレハダカ、シロゲンゲ、セッキハダカ、ソウハチ、ソコダラ類、トド

ハダカ、ナガハダカ、ネズミギンポ、ハダカイワシ類、ハナソコダラ、ヒモダラ、フ

ジクジラ、マメハダカ、ムネダラなどである。  

これらのうち現存量が全漁獲物の 5%以上を占める種について、バイオマスの経年変化

を図 2.2.2 に示した。図 2.2.2 中で統計的に有意に（p < 0.05）バイオマスに増減の

傾向が示された生物については、各図の右上に増加は赤色、減少は青色で相関係数

（Spearman’s rank coefficient）を記した。22 種中、有意な減少傾向を示した生物はイラ

コアナゴ、カジカ類、カニ類、フジクジラの 4種のみであり、総合的に対象漁業が混

獲非利用種に深刻な悪影響を与えているとは言えないため、4点とした。 

 

・定置網（大型、小型計） 

定置網の混獲非利用種については知られていないため、1点とする。 
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図 2.2.2 2006〜2014 年における混獲非利用種のバイオマスの経年変化 

 

以上の結果から「評価範囲①」にある漁業種類別漁獲量を用いて重み付け平均値を求め

ると 3.2 となるため、スコアは 3点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施

できない 

混獲非利用種の中に

資源状態が悪い種が

多数含まれる。PSA

において悪影響のリ

スクが総合的に高

く、悪影響が懸念さ

れる種が含まれる 

混獲非利用種の中

に資源状態が悪い

種が少数含まれ

る。PSAにおいて悪

影響のリスクは総

合的に低いが、悪

影響が懸念される

種が少数含まれる 

混獲非利用種の

中に資源状態が

悪い種は含まれ

ない。PSAにおい

て悪影響のリス

クは低く、悪影

響が懸念される

種は含まれない 

混獲非利用種の

個別資源評価に

より、混獲種は

資源に悪影響を

及ぼさない持続

可能レベルにあ

ると判断できる 
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2.2.3 希少種 

環境省が指定した絶滅危惧種のうち、評価対象水域と分布域が重なる種は、アカウミ

ガメ、ヒメウ、ヒメクロウミツバメ、コアジサシ、カンムリウミスズメ、コアホウドリ、

セグロミズナギドリ、アホウドリ、オオアジサシである。これらの種について、PSA で

リスク評価したものが表 2.2.3a, b, c，、生物特性値等をまとめたものが表 2.2.3d である。

定置網のコアホウドリに対するリスクが中程度と示された他は、全体的に希少種に対す

るリスクは低いと判断された。3 漁法の漁獲量で重み付けすると 2.36 であり、影響は低

いと判断し、4 点とした。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を

実施で

きない 

希少種の中に資源状態

が悪く、当該漁業によ

る悪影響が懸念される

種が含まれる。PSAや

CAにおいて悪影響のリ

スクが総合的に高く、

悪影響が懸念される種

が含まれる 

希少種の中に資源

状態が悪い種が少

数含まれる。PSAや

CAにおいて悪影響

のリスクは総合的

に低いが、悪影響

が懸念される種が

少数含まれる 

希少種の中に資源

状態が悪い種は含

まれない。PSAやCA

において悪影響の

リスクは総合的に

低く、悪影響が懸

念される種は含ま

れない 

希少種の個別

評価に基づ

き、対象漁業

は希少種の存

続を脅かさな

いと判断でき

る 

 

表 2.2.3a 希少種の PSA 評価結果（沖合底びき網） 

 
 

表 2.2.3b 希少種の PSA 評価結果（小型底びき網） 
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表 2.2.3c 希少種の PSA 評価結果（定置網） 

 
 

表 2.2.3d 希少種の生産性に関する生物特性値 

 評価対象生物 成熟開

始年齢

（年） 

大年

齢

（年） 

抱

卵

数 

大体

長

（cm） 

成熟体

長

（cm） 

栄養段

階TL 

出典 

アカウミガメ 35 70～80 400 110 80 2-3 南・菅沼(2016), 石原

(2012）, IUCN (2017) 
ヒメウ 3 18 3 73 63 4.2 浜口ほか(1985), Hobson 

et al. (1994), Clapp et al. 
(1982) 

ヒメクロウミツ

バメ 

2 6 1 20 19 3.6 浜口ほか(1985), 
Klimkiewicz et al. (1983) 

コアジサシ 3 21 2.5 28 22 3.8 Clapp et al. (1982) 
カンムリウミス

ズメ 

2 7 2 26 24 3.8 近縁種S. antiquusで一部

代用, HAGR *(2017) 
コアホウドリ 8 55 1 81 79 4+ 浜口ほか(1985), Gales 

(1993) 
セグロミズナギ

ドリ 

3 22 5 74 64 3.6+ 浜口ほか(1985), 
Schreiber and Burger 
(2003), IUCN (2018) 

アホウドリ 6 25 1 94 84 4+ 長谷川(1998) 
オオアジサシ 3 21 1.5 53 43 3.8 浜口ほか(1985), Milessi 

et al. (2010) 

*Human Aging Genomic Resources 

 

表 2.2.3e PSA 評価採点要領 

  P（生産性スコア） 1（高生産性） 2（中生産性） 3（低生産性） 

P1 成熟開始年齢 < 5年 5-15年 > 15年 

P2 高年齢（平均） < 10歳 10-25歳 > 25歳 

P3 抱卵数 > 20,000卵／年 100-20,000卵／年 < 100卵／年 

P4 大体長（平均） < 100 cm 100-300 cm > 300 cm 

P5 成熟体長（平均） < 40 cm 40-200 cm > 200 cm 

P6 繁殖戦略 浮性卵放卵型 沈性卵産み付け型 胎生・卵胎生 

P7 栄養段階 < 2.75 2.75-3.25 > 3.25 

P8 密度依存性 （無脊

椎動物のみ適用） 

低密度における補償

作用が認められる 

密度補償作用は認

められない 

低密度における逆補償

作用(アリー効果)が認

められる 

P Pスコア総合点 算術平均により計算する =(P1+P2+…Pn)/n 
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  S（感受性スコア） 1（低感受性） 2（中感受性） 3（高感受性） 

S1 水平分布重複度 < 10 % 10-30 % > 30% 

S2 鉛直分布重複度 漁具との遭遇確率

低い 

漁具との遭遇確率

は中程度 

漁具との遭遇確率高い 

S3 漁具の選択性 成熟年齢以下の個

体は漁獲されにく

い 

成熟年齢以下の個

体が一般的に漁獲

される 

成熟年齢以下の個体が

頻繁に漁獲される 

S4 遭遇後死亡率 漁獲後放流された

個体の多くが生存

することを示す証

拠がある 

漁獲後放流された

個体の一部が生存

することを示す証

拠がある 

漁獲後保持される、も

しくは漁獲後放流され

ても大半が死亡する 

S Sスコア総合点 幾何平均により計算する '=(S1*S2*...Sn)^(1/n) 

  PSAスコア < 2.64 低い 2.64-3.18 中程度 > 3.18 高い 

  PSAスコア総合点 PとSのユークリッド距離として計算する '=SQRT(P^2 +S^2) 

  全体評価 PSAスコア全体平均値および高リスク種の有無に基づき評価する 

 

 

2.3 海洋環境・生態系 

2.3.1 食物網を通じた間接作用 

2.3.1.1 捕食者 

若齢個体のキアンコウは、ミズウオに捕食されることや共食いすることが知られてい

る（竹谷 2017）が、キアンコウの共食い作用を評価できるサイズ別のデータや、ミズ

ウオの資源量に関する時系列データが不足しており、評価を実施できないことから、1

点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施

できない 

多数の捕食者

に定向的変化

や変化幅の増

大などの影響

が懸念される 

一部の捕食者

に定向的変化

や変化幅の増

大などの影響

が懸念される 

CAにより対象漁業

の漁獲・混獲によ

って捕食者が受け

る悪影響は検出さ

れない 

生態系モデルベースの

評価により、食物網を

通じた捕食者への間接

影響は持続可能なレベ

ルにあると判断できる 

 

2.3.1.2 餌生物 

キアンコウは、サラサガジ、エゾイソアイナメ、カレイ類、タラ類（マダラ）、イカ

ナゴ、ギンアナゴ、カタクチイワシ、マアジなどを捕食する。また、キアンコウは、共

食いすることが知られている（竹谷 2017）。これらのうち、時系列データにより評価が

可能なカレイ類（サメガレイ、ヤナギムシガレイ）、マダラ、カタクチイワシ、マアジ

について、CA 評価を行った結果、4点となった。 

表 2.3.1.2 沖合底びき網，定置網，小型底びき網に対する CA 評価（餌生物）の結果 
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評価対象漁業 沖合底びき網，定置網，小型底びき網 

評価対象海域 太平洋北部 

評価対象魚種 キアンコウ 

評価項目番号 2.3.1.2 

評価項目 餌生物 

評価対象要素 資源量 4 

再生産能力  

年齢・サイズ組成  

分布域  

その他：  

評価根拠概要 評価可能な餌生物であるマダラ、サメガレイ、ヤナギムシガレイ、カタクチイ

ワシ、マアジのうち、カタクチイワシとキアンコウの資源量の間には正の相関

関係が見られた。捕食者と餌生物の正の相関関係は、キアンコウのトップダウ

ンコントロールを示唆しないため、4点とする。 

評価根拠 キアンコウの共食いについては、捕食・被食側両方のキアンコウの時系列デー

タが利用可能ではなく、米崎ほか（2016）のEcopathではキアンコウの共食いを

考慮していないことから、評価可能な餌生物はマダラ、サメガレイ、ヤナギム

シガレイ、カタクチイワシ、マアジとした。これら魚種の1972年から2015年の

資源量データを用いて、各生物の経年変化の傾向とキアンコウとの関係を解析

した。図2.3.1.2aに示した通り、マダラの資源量は増加傾向にある。マダラの

資源量は2011年以降に急増していることが認められるが、これは東日本大震災

による努力量の低下によるものと考えられる。 

 
 図2.3.1.2a キアンコウの餌生物、並びにキアンコウの資源量経年変化 

 

キアンコウの資源量とそれぞれの餌生物の関係を回帰すると、以下の通りであ

る。有意な（p < 0.05）回帰が得られた場合には、右上の決定係数を赤字で記

した。 
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図2.3.1.2b キアンコウとマダラの資源量の関係 

 

 
図2.3.1.2c キアンコウとサメガレイの資源量の関係 
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図2.3.1.2d キアンコウとヤナギムシガレイの資源量の関係 

 

 
図2.3.1.2e キアンコウとカタクチイワシの資源量の関係 

 

キアンコウとカタクチイワシの間には、有意な正の相関関係が存在した

（p<0.01）。キアンコウとカタクチイワシの正の相関関係は、キアンコウによる

トップダウンコントロールにより変動しているということを示していない。 
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図 2.3.1.2f 

キアンコウと

マアジの資源 

 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を

実施で

きな

い。 

多数の餌生物に

定向的変化や変

化幅の増大など

の影響が懸念さ

れる。 

一部の餌生物に

定向的変化や変

化幅の増大など

の影響が懸念さ

れる。 

CAにより対象漁業

の漁獲・混獲によ

って餌生物が受け

る悪影響は検出さ

れない。 

生態系モデルベースの評

価により、食物網を通じ

た餌生物への間接影響は

持続可能なレベルにある

と判断できる。 

 

2.3.1.3 競争者 

 キアンコウの具体的な競争者は知られていないが、生態系モデル Ecopath による推定

結果（米崎ほか 2016）によると、中深層性サメ類が同栄養段階に位置し、類似した食

性を示すことから、競争者である可能性が認められる。Ecopath の Mixed trophic impact
による解析結果によると、中深層性サメ類がキアンコウに負の影響を及ぼしているとい

えるものの、キアンコウが大きな負の影響を及ぼしていることを示す結果は得られてい

ない。また、同モデルによれば、評価対象漁業である沖合底びき１そうびきオッタート

ロール漁業については、キアンコウに影響を与えているという結果は示されなかった。

定置網と小型底びき網については、同モデルでは評価できなかったため、それぞれ 1 点

とする。3 漁法の漁獲量で重み付けすると 3.2 点となることから、本項目は 3 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施でき

ない 

多数の競争者

に定向的変化

や変化幅の増

大などの影響

が懸念される 

一部の競争者

に定向的変化

や変化幅の増

大などの影響

が懸念される 

CAにより対象漁

業の漁獲・混獲に

よって競争者が

受ける悪影響は

検出されない 

生態系モデルベースの

評価により、食物網を

通じた競争者への間接

影響は持続可能なレベ

ルにあると判断できる 
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2.3.2 生態系全体 

 2016 年の海面漁業生産統計（農林水産省 2017）によれば、太平洋北区の漁獲量で上

位 10 種に入った魚種の漁獲量は、図 2.3.2a の通りである。栄養段階別にみると、栄養

段階 3.5 に位置するさば類（同 35.2%）、サンマ（同 6.5%）、スルメイカ（同 4.2%）、カ

ツオ（同 3.1%）、その他の魚類（同 2.6%）、さけ類（同 2.1%）の合計で 53.7%を占めて

いた。漁獲量としては、栄養段階 2に位置するマイワシが 22%と高く、特に近年増加傾

向にある。表層生態系に属する魚類の漁獲量が多い一方、底魚類のうち上位 10 位に位

置したのはマダラのみであった。 

 

図 2.3.2a 2016 年の海面漁業生産統計に基づく太平洋北区の漁獲物の種組成。 

 

 太平洋北区の漁獲物の平均栄養段階をみると、主にさば類で構成される TL3.5 とマイ

ワシで構成される TL2.0 に漁獲が集中している(図 2.3.2b)。 
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図 2.3.2b 2016 年の海面漁業生産統計調査（暫定値）から求めた、日本周辺大海区別の漁獲物

栄養段階組成 

 2003 年から 2016 年の海面漁業生産統計調査から計算した太平洋北区の総漁獲量と漁

獲物平均栄養段階（MTLc）は、図 2.3.2c の通りである。総漁獲量、MTLc の経年変化に

おいて、有意に減少した場合には青色、増加した場合には赤色で Speaman’s rank 
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coefficient を記した。2003 年から 2012 年までの総漁獲量の減少は主にカタクチイワシ

の減少を反映し、2013 年以降の増加傾向はマイワシの漁獲量が増加傾向にあることを

反映している。漁獲物平均栄養段階は、若干の増減はあるものの、概ね 3.5 付近で推移

し、有意な定向的変化は検出されなかった。 

図 2.3.2c 2003 年から 2016 年の海面漁業生産統計調査から計算した、太平洋北区の総漁獲量と

漁獲物平均栄養段階（MTLc） 

 

  資源水準 

  低位 中位 高位 

資源動向 

増加  

マイワシ 

マサバ 

キアンコウ 

キチジ 

ヒラメ 

ヤナギムシガレイ 

横ばい 
ニギス 

サメガレイ 

ズワイガニ 

イトヒキダラ 
ブリ 

減少 

マアジ 

スルメイカ 

カタクチイワシ 

ゴマサバ 

スケトウダラ 

ヤリイカ 

マダラ 

図 2.3.2d 平成 29 年度⿂種別系群別資源評価結果に基づく太平洋北区を分布域に含む資源⽔準
と資源動向 
 

 平成 29 年度魚種別系群別資源評価結果（水産庁・水研機構 2018）から、太平洋北区

を主要な分布域に含む資源の、資源水準と資源動向をカウントしたのが上の図 2.3.2d

である。資源水準は、13 種の系群が高位もしくは中位にあり、資源動向は 12 種の系群

が増加あるいは安定傾向にある。太平洋北区として、漁獲は安定もしくはやや増加傾向

にあり、資源状態も概ね安定している。資源水準が低く、なおかつ減少傾向にある種は
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マアジ、スルメイカ、カタクチイワシである。以上、太平洋北区の漁獲対象種の動向な

どを概観したが、生態系全体に対する評価対象漁業の評価は、定量的に行うには十分な

データが揃わないため、以下の通り SICA 評価を行った。全ての漁業で 4 点となったこ

とから、総合評価は 4点とする。 

表 2.3.2a 生態系全般への影響に対する SICA 評価結果（沖合底びき網） 

評価対象漁業 沖合底びき網 

評価対象海域 太平洋北区 

評価項目番号 2.3.2 

評価項目 生態系全体 

空間規模スコア 0.75 

空間規模評価

根拠概要 

太平洋北区の1艘びきにはオッタートロールとかけ回しがある。2015年版太

平洋北区沖合底びき網漁業漁場別漁獲統計資料（服部 2017）によれば、小

海区の金華山（北緯38～39º）、常磐（北緯36.5～38º）、房総（北緯36.5º以

南）はオッタートロールでキアンコウが漁獲されている。 

それぞれの漁業による操業面積は、漁業成績報告書が集計する10分メッシ

ュの操業記録から、過去に操業実績のあるメッシュの合計面積とした。 

それによれば、オッタートロールとかけまわしの操業面積は、2006年から

2014年の平均で、それぞれ5,535km2、1,952km2である。 

また、沖底2艘びきの操業面積は、2006年から2014年の平均で1,674km2であ

る。 

水深1,400mまでの海域を太平洋北区の面積とすると、総面積は23,040km2で

あり、オッタートロール、かけまわし、2艘びきはそれぞれ、23.2、8.5、

7.3%を占める。評価手順書に沿うと1艘びき（オッタートロールとかけまわ

し）と2艘びきの空間規模スコアは1, 0.5となる。キアンコウの漁獲量は農

林水産統計に計上されていないため、算術平均をとると0.75となる。 

時間規模スコア 3 

時間規模評価根

拠概要 

太平洋北区における底びき網漁業は、7〜8月を除く周年操業されている

（成松ら 2017）。実際には荒天などで操業日数は制限されるが、年間の75%

が操業日であると考えると、時間規模スコアは3となる。 

影響強度スコア 1.62 

影響強度評価

根拠概要 

空間規模と時間規模のスコア、それぞれ0.87点と3点から強度スコアを算出

すると、SQRT(0.87*3) = 1.62となる。 

Consequence

（結果） 

スコア 

  

  

種構成 
 

機能群構成   

群集分布   

栄養段階組成 4 

サイズ組成 
 

Consequence評

価根拠概要 

ここでは、漁獲物栄養段階組成やMTLcの経年変化をもとに、栄養段階組成

に着目して、影響強度の結果を評価した。図2.3.2b，cに示した通り、漁獲

はさば類を中心としたTL3.5やカタクチイワシを中心としたTL2.0に集中

し、それらの平均であるMTLcは3.5付近を推移しており、大きな定向的な変

化は認められない。このことからキアンコウを漁獲する底びき網漁業は、

表層生態系を含めた生態系全体に対しては、大きな影響を及ぼしていない

と考えられるため、4点とした。 

総合評価 4   

総合評価根拠

概要 

規模と強度（SI）の評価点は1.67と、影響は重篤ではないとみなされ、栄

養段階組成から判断した結果（C）は4点であり、生態系特性に不可逆的な
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変化は起こっていないと考えられる。 

 

表 2.3.2b 生態系全般への影響に対する SICA 評価結果（小型底びき網） 

評価対象漁業 小型底びき網 

評価対象海域 太平洋北区 

評価項目番号 2.3.2 

評価項目 生態系全体 

空間規模スコア 1 

空間規模評価根

拠概要 

2016年の県別漁獲量によれば、小型底びき網での魚類の漁獲量は宮城県が

多い（3,635トンのうち2,312トン）。小型底びきには様々な種類があるが、

東北海域で魚類漁獲量の多い宮城県は板びき漁法である（橋本 1985）。板

びき網は福島県の例では沈子綱（グランドロープ）長は31.9ｍである。曳

網時間は1～2時間（金田 2005）である。水深1,400mまでの海域を太平洋北

区の面積とすると、総面積は23,040km2であり、東北海域における2006〜

2014年の小型底びき網の操業面積は、沖底と同様の手法によれば平均で

5,089 kmである。これは太平洋北区の22%をしめる。 

時間規模スコア 3 

時間規模評価根

拠概要 

太平洋北区における小型底びき網漁業は、7〜8月を除く周年操業されてい

る（成松ほか 2017）。実際には荒天などで操業日数は制限されるが、年間

の75%が操業日であると考えると、時間規模評価点は3点となる。 

影響強度スコア 2 

影響強度評価

根拠概要 

空間規模と時間規模のスコア、それぞれ0.87点と3点から強度スコアを算出

すると、SQRT(1*3) = 2となる。 

Consequence

（結果） 

スコア 

   

種構成 
 

機能群構成   

群集分布   

栄養段階組成 4 

サイズ組成   

Consequence 

評価根拠概要 

ここでは、漁獲物栄養段階組成やMTLcの経年変化をもとに、栄養段階組成

に着目して、影響強度の結果を評価した。図2.3.2b，cに示した通り、漁獲

はさば類を中心としたTL3.5やカタクチイワシを中心としたTL2.0に集中

し、それらの平均であるMTLcは3.5付近を推移しており、大きな定向的な変

化は認められない。このことからキアンコウを漁獲する小型底びき網漁業

は、表層生態系を含めた生態系全体に対しては、大きな影響を及ぼしてい

ないと考えられるため、4点とした。 

総合評価 4   

総合評価根拠

概要 

規模と強度（SI）の評価点は2と軽微で、結果（C）は4点であり、生態系特

性に不可逆的な変化は起こっていないと考えられる。 

 

表 2.3.2c. 生態系全般への影響に対する SICA 評価結果（定置網） 

評価対象漁業 定置網 

評価対象海域 太平洋北区 

評価項目番号 2.3.2 

評価項目 生態系全体 

空間規模スコア 1 

空間規模評価根 太平洋北区においてキアンコウを漁獲する定置網は、キアンコウの分布水
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拠概要 深（30～400ｍ（柴田ほか 2018））からみて主に大型定置網と考えられる。

太平洋北区における大型定置の経営体数は2013年漁業センサスによれば

68である（農林水産省 2014）。また同じく2013年漁業センサスで大型定置

網の出漁日数は全国平均で年間186日である。 

 定置網は設置漁具であり移動しないため、空間規模の算定は網一式の設

置されたおよその面積に経営体数、日数を掛けたものとした。 

 日本海の例ではあるが、池森（1997）によれば石川県の大型定置網の一

例では身網の 大長がおよそ430m、垣網の長さが216mの場合と720mの場合

があった。垣網長は720mとし、底辺430ｍ高さ720ｍの三角形の面積を定置

網の影響を及ぼす面積とした。これに大型定置網の経営体数68と年間の操

業日数186日を掛けた数値はおよそ3,800km2となる。一方太平洋北区の水深

1,400mまでの海域を太平洋北区の面積とすると、総面積は23,040km2であ

る。したがって、対象海域に対する年間通した全操業面積の割合は

3800/23,040×100＝16.5％となり、スコアは1である。 

時間規模スコア 2 

時間規模評価根

拠概要 

定置網は設置漁具である。上記操業日数の間網を入れているとすると時間

規模は186/365×100＝51％となりスコアは2である。 

影響強度スコア 1.4 

影響強度評価根

拠概要 

影響強度はSQRT(1×2)＝１.41である。 

Consequence

（結果）スコア 

   

種構成 
 

機能群構成 4 

群集分布 
 

栄養段階組成 
 

サイズ組成 
 

Consequence評

価根拠概要 

ここでは、漁獲物栄養段階組成やMTLcの経年変化をもとに、栄養段階組成

に着目して、影響強度の結果を評価した。図2.3.2b，cに示した通り、漁獲

はさば類を中心としたTL3.5や、カタクチイワシを中心としたTL2.0に集中

し、それらの平均であるMTLcは3.5付近を推移しており、大きな定向的な変

化は認められない。このことから、キアンコウを漁獲する定置網漁業は、

表層生態系を含めた生態系全体に対しては、大きな影響を及ぼしていない

と考えられるため、4点とした。 

総合評価 4 

総合評価根拠概

要 

定置網漁業による影響は軽微であり(SI=1.4），機能群組成にも重篤な漁業

の影響はみられず、生態系特性に不可逆的な変化は起こっていない（C = 

4）。したがってスコアは4点に相当する。 

 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施

できない 

対象漁業による影

響の強さが重篤で

ある、もしくは生

態系特性の定向的

変化や変化幅拡大

が起こっているこ

とが懸念される 

対象漁業による影

響の強さは重篤で

はないが、生態系

特性の変化や変化

幅拡大などが一部

起こっている懸念

がある 

SICAにより対象漁

業による影響の強

さは重篤ではな

く、生態系特性に

不可逆的な変化は

起こっていないと

判断できる 

生態系の時系列

情報に基づく評

価により、生態系

に不可逆的な変

化が起こってい

ないと判断でき

る 
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2.3.3 海底環境（着底漁具を用いる漁業） 

海底環境撹乱の規模、地形・底質状態から推定した海底面の回復力および非漁場の面積

割合から、着底漁業の操業による影響を評価し、さらに水産機構の若鷹丸調査で収集さ

れたデータから、多様度指数の変化を基準として、操業が海底環境に及ぼす影響を評価

した。ここでは、図 2.3.3b-e に示すように、漁法別に海底地形から分類したハビタッ

トタイプ別（図 2.3.3a）に評価を実施した。 

リスク区分は、2.64 以下であれば「重

篤」で 2点、2.64 以上 3.18 未満であれ

ば「一部で懸念」で 3点、3.18 以上で

あれば「軽微」で 4点とし、規模と強

度、生態系の応答のどちらもデータ不

足により評価を実施できない場合は 1

点とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.3.3a 地形および底質により分類した

ハビタットタイプの分布 

 

・沖合底びき網（1 艘びきオッタートロール、かけまわし、２艘びき） 

農林水産統計にはキアンコウの漁獲量は計上されていないため、沖合底びき網におけ

る漁法別の漁獲量は不明である。オッタートロールでは、ハビタットタイプ 1から 4の

浅い海域での漁業の強度が高いため、全体の平均として、2.57 と低く算出され、重篤な

悪影響が懸念されるため 2点とした。かけまわしでは、沿岸からやや離れたハビタット

タイプ 2-1 と 2-2 に操業が集中しており、そのうち特に 2-2 でハビタットタイプの総合

評価点が 2.3 と低かった。全体としては、非漁場として操業の影響を受けていない海域
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が 2艘びきと同じく広いため、総合評価は軽微と判断されたことから 4点とした。2艘

びきでは、沿岸からやや離れたハビタットタイプ 3と 4に操業が集中しており、規模と

強度の評価点が 2点と低かった。ただし、各ハビタットタイプには、2艘びきが操業さ

れていない海域が比較的多く残されていることから、オッタートロールと比べると非漁

場の割合の評価点が高く、全体の平均として 3.43 となり、影響は軽微と考えられたた

め、4 点とした。ただし、もっとも漁業の強度が高いハビタットタイプ 3 から 6 では、

多様度が低下している調査点が多数認められ、個々に見ると着底漁業が海底環境に悪影

響を及ぼしている海域があることに留意が必要である。3 漁法の評価点の平均値は 3.3

となることから沖合底びき網の評価点は 4点とする。 

・小型底びき網 

小型底びきでは、オッタートロール同様に沿岸近くの浅海域で操業密度が高く、また

も浅い 1-1 は、複雑な海底地形と岩盤からなり、海底環境の脆弱度が高いため、このハ

ビタットにおける総合評価点は 1.7 と低かった。全体としては、沖合ほど操業密度が低

くなっており、総合評価は 2.99 となるが、一部で悪影響が懸念されるため、3 点とし

た。 

・定置網 

定置網は着底漁具ではないが、網を固定するアンカーが海底と接触しているため 3点

とする。 

漁業種類ごとの漁獲量で重み付けした平均値は 3.5 となるため、総合的な評価は 4点

とする。 

 

図 2.3.3b オッタートロールが海底環境に及ぼす影響評価の結果 
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図 2.3.3c ２艘びきが海底環境に及ぼす影響評価の結果 

図 2.3.3d かけまわしが海底環境に及ぼす影響評価の結果 

 

図 2.3.3e 小型底びきが海底環境に及ぼす影響評価の結果 
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1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施で

きない 

当該漁業による

海底環境への影

響のインパクト

が重篤であり、漁

場の広い範囲で

海底環境の変化

が懸念される 

当該漁業による海

底環境への影響の

インパクトは重篤

ではないと判断さ

れるが、漁場の一

部で海底環境の変

化が懸念される 

SICAにより当該

漁業が海底環境

に及ぼすインパ

クトおよび海底

環境の変化が重

篤ではないと判

断できる 

時空間情報に基

づく海底環境影

響評価により、対

象漁業は重篤な

悪影響を及ぼし

ていないと判断

できる 

 

2.3.4 水質環境 

 船舶からの海洋への汚染や廃棄物の投棄については、海洋汚染等及び海上災害の防止

に関する法律並びにその施行令によって規制されている。これにより、総トン数 100 ト

ン以上の船舶には油水分離機の設置義務(型式承認物件)が定められ、排出可能な水域

(該当漁船の操業海域とは合致しない)と濃度並びに排出方法が限定されている。食物く

ずを距岸 12 海里以内で排出する場合は、すべての船に食物くず粉砕装置の設置が義務

付けられている。船上で廃棄物を焼却する場合には、すべての船に IMO 認定品の焼却炉

の設置が義務付けられている（廃棄物の海洋投棄は食物くず以外認められていないので、

焼却しない場合は、廃棄物持ち帰りとなる）。焼却炉等の設備は、5年に一回の定期検査

と 2～3 年に一回の中間検査における検査の対象であり、検査に合格しなければ船舶検

査証書の交付が受けられず、航行が出来ない。底びき網漁船は、いずれも許可を受けて

建造され、建造後も 5 年ごとの定期検査と 2～3 年ごとの中間検査を受けて運航されて

いる。 

 対象漁業が操業する第二管区海上保安本部(太平洋岸)と第三管区海上保安本部(銚子

以北)における、 近の海上環境関係法令違反送致内容を見ると、平成 28 年度は 47 件

であったが、評価対象となる底びき網の検挙例は見当たらなかった(海上保安庁 2017、

第二管区海上保安本部 2016、第三管区海上保安本部 2017)。以上の結果から、対象漁

業からの排出物は適切に管理されており、水質環境への負荷は軽微であると判断される

ため、4点と評価する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

取り組み状況に

ついて情報不足

により評価でき

ない 

多くの物質に

関して対象漁

業からの排出

が水質環境へ

及ぼす悪影響

が懸念される 

一部物質に関

して対象漁業

からの排出が

水質環境へ及

ぼす悪影響が

懸念される 

対象漁業からの

排出物は適切に

管理されており、

水質環境への負

荷は軽微である

と判断される 

対象漁業による水質環

境への負荷を低減する

取り組みが実施されて

おり、対象水域におけ

る濃度や蓄積量が低い

ことが確認されている 

 

2.3.5 大気環境 

長谷川（2010）によれば、我が国の漁業種類ごとの単位漁獲量・水揚げ金額あたり二
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酸化炭素排出量の推定値は、表 2.3.5a の通りである。沖合底びき網 1 艘びきと小型底

びき網の漁獲量 1トンあたりの CO2排出量は他の漁業と比べると低く、生産金額あたり

の CO2排出量も低い。よって両漁業とも 4点とする。 

表 2.3.5a 漁業種類別の漁獲量・生産金額あたり CO2排出量試算値（長谷川 2010） 

漁業種類 t-CO2/t t-CO2/百万円 

小型底びき網縦びきその他 1.407 4.98 

沖合底びき網１艘びき 0.924 6.36 

船びき網 2.130 8.29 

中小型１そうまき巾着網 0.553 4.34 

大中型その他の１そうまき網 0.648 7.57 

大中型かつおまぐろ1そうまき網 1.632 9.2 

さんま棒うけ網 0.714 11.65 

沿岸まぐろはえ縄 4.835 7.95 

近海まぐろはえ縄 3.872 8.08 

遠洋まぐろはえ縄 8.744 12.77 

沿岸かつお一本釣り 1.448 3.47 

近海かつお一本釣り 1.541 6.31 

遠洋かつお一本釣り 1.686 9.01 

沿岸いか釣り 7.144 18.86 

近海いか釣り 2.676 10.36 

遠洋いか釣り 1.510 10.31 

 
1点 2点 3点 4点 5点 

評 価 を

実 施 で

きない 

多くの物質に関

して対象漁業か

らの排出ガスに

よる大気環境へ

の悪影響が懸念

される 

一部物質に関し

て対象漁業から

の排出ガスによ

る大気環境への

悪影響が懸念さ

れる 

対象漁業からの

排出ガスは適切

に管理されてお

り、大気環境への

負荷は軽微であ

ると判断される 

対象漁業による大気環境

への負荷を軽減するため

の取り組みが実施されて

おり、大気環境に悪影響

が及んでいないことが確

認されている 
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3．漁業の管理 

概要 

管理施策の内容（3.1） 

 太平洋北部のキアンコウについては、公的な許可制度や保護区の設定によるインプ

ット・コントロール （3.1.1 5 点）及び漁期や漁場、網目の制限等によるテクニカル・

コントロール （3.1.2 5 点）が実施されている。また、省エネに取り組むとともに、生

態系の保全施策では海底環境保全に向けた漁具試験が実施されており、グランドロー

プの重量規制等の導入などがみられる（3.1.3.1 3 点）。沖合底びき網漁業者、定置漁業

者を含む沿海漁協等により、海浜清掃、植樹等環境保全活動がなされている（3.1.3.2 3
点）。 

 

執行の体制（3.2） 

 管理の執行については、管理体制が確立しており（3.2.1.1 5 点）、漁業調査取締の観

点からも十分な監視体制が有効に機能していると評価した（3.2.1.2 5 点、3.2.1.3 5
点）。資源回復計画を継続して実施しており、管理の結果によっては計画の修正が要請

される。順応的な管理のフローチャートが導入されていると言える（3.2.2 4 点）。 

 

共同管理の取り組み（3.3） 

 沖合底びき網漁業は国、小型底びき網漁業と小型定置漁業、刺網漁業は県レベルの

許可漁業であるため、また定置漁業は漁業権免許漁業であり漁業者は公的に特定で

き、漁業者は沿海漁業協同組合、連合会および定置漁業、沖合底びき網漁業関連の団

体に組織されている。（3.3.1.1 5 点、3.3.1.2 5 点）。沖合底びき網漁業および小型底びき

網漁業は引き続き「太平洋北部沖合性カレイ類資源回復計画」に取り組むことしてお

り、定置漁業、刺網漁業を含めて資源管理指針が策定されている（3.3.1.3 5 点）。また

ブランド化への取り組み、地域プロジェクト改革計画の主導や代船等の支援、安全が

確認された魚種について試験操業、検査、出荷等の系統的、計画的な実施が行われて

いることも高く評価される（3.3.1.4 5 点）。自主的及び公的管理への関係者の関与も評

価でき（3.3.2.1 4 点、3.3.2.2 5 点）、利害関係者の参画も水産政策審議会等の委員構成

から評価した（3.3.2.3 4 点）。 
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評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 

 2015 年の太平洋北区でのキアンコウの漁獲量をみると、大きな割合を揚げているの

は沖合底びき網漁業、小型底びき網漁業、定置網漁業、刺網漁業である。これは、東

日本大震災以前の 2010 年でも同様であった。このため、これら漁業を評価対象漁業と

した。 

 

② 評価対象都道府県の特定 

 青森県、宮城県、茨城県、福島県の沖合底びき網漁業、茨城県、青森県の小型底び

き網漁業、青森県の定置網漁業、青森県の刺網漁業を特定する。これは、2015 年では

青森県、宮城県、茨城県の沖合底びき網漁業、茨城県の小型底びき網漁業、青森県の

定置網漁業、青森県の刺網漁業で太平洋北区漁獲量の 79%を、また東日本大震災以前

の 2010 年では青森県、宮城県、福島県 の沖合底びき網漁業、青森県の小型底びき網

漁業、青森県の定置網漁業、青森県の刺網漁業で 77%を漁獲していたからである。 

 

③ 評価対象漁業に関する情報の集約と記述 

 評価対象県の評価対象漁業について、以下の情報を集約する。1）免許、許可証、お

よび各種管理施策の内容 2）監視体制や罰則、順応的管理の取り組みなどの執行体制 

3）関係者の特定や組織化、意思決定への参画への共同管理の取り組み 4）関係者に

よる生態系保全活動 
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3.1 管理施策の内容 

3.1.1 インプット・コントロール又はアウトプット・コントロール 
 沖合底びき網漁業は大臣許可漁業であり、公示された海域、隻数等に申請した者か

ら大臣許可証が発給される。小型底びき網漁業は法定知事許可漁業であり、大臣が隻

数等の上限を示した上で、県知事が許可証を発給する。青森県の刺網漁業は県知事許

可漁業であり、青森県の大型定置漁業は定置漁業権漁業、小型定置網漁業は県知事許

可漁業である。国が定める資源管理指針では、これまでに「太平洋北部沖合性カレイ

類資源回復計画」（2003 年 3 月 10 日公表）で取り組んできた保護区の設定等の措置

に、引き続き取り組む必要がある（仙台漁業調整事務所 2010、水産庁 2017a）、とし

ている。この計画ではキアンコウ、ヤナギムシガレイについては北緯 37 度 15 分 59 秒

の線、北緯 37 度 19 分 59 秒の線、東経 141 度 25 分 34 秒の線、東経 141 度 29 分 34 秒

の線で囲まれた海域、北緯 36 度 35 分 11 秒東経 140 度 52 分 48 秒の点、北緯 36 度 35
分 11 秒、東経 140 度 55 分 48 秒の点、北緯 36 度 30 分 11 秒 東経 140 度 53 分 48 秒の

点、北緯 36 度 30 分 11 秒東経 140 度 50 分 48 秒の点を順次直線で結ぶ 線により囲ま

れた海域、北緯 36 度 02 分 12 秒東経 140 度 52 分 48 秒の点、北緯 36 度 02 分 12 秒東

経 140 度 55 分 48 秒の点、北緯 35 度 57 分 12 秒 東経 140 度 57 分 48 秒の点、北緯 35
度 57 分 12 秒東経 140 度 54 分 48 秒の点を順次直線で結ぶ線により囲まれた海域で

は、4 月 1 日～6 月 30 日の間沖合底びき網漁業、茨城県の小型機船底びき網漁業の操

業は行わないこととした。このように、インプット・コントロールが実施されてい

る。一方、アウトプット・コントロールは行われていない。資源の水準動向は中水準

増加と評価されている。このため、インプット・コントロールもしくはアウトプッ

ト・コントロールを適切に実施し、漁獲圧を有効に制御できていると評価する。以上

より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

インプット・コントロー

ルとアウトプット・コン

トロールのどちらも施策

に含まれておらず、目標

を大きく上回っている 

. インプット・コン

トロールもしくは

アウトプット・コ

ントロールが導入

されている 

. インプット・コントロー

ルもしくはアウトプッ

ト・コントロールを適切

に実施し、漁獲圧を有効

に制御できている 

 

3.1.2 テクニカル・コントロール 
 沖合底びき網漁業では操業期間、使用漁具が制限され、また沖合底びき網漁業禁止

ラインが設定されており、それより陸側での操業は禁止されている（水産庁 2017b）。
小型底びき網漁業においても、操業期間や操業海域に加えて、使用網目の制限もみら

れる。青森県の資源管理指針においては、定置および刺網で漁獲された小型のキアン

コウの再放流を約した地域もみられる（青森県 2015）。以上より 5 点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

テクニカル・コント

ロールの施策が全く

導入されていない 

. テクニカル・コント

ロールの施策が一部

導入されている 

. テクニカル・コント

ロール施策が十分に

導入されている 

 

3.1.3 生態系の保全施策 
3.1.3.1 環境や生態系への漁具による影響を制御するための規制 
 省力・省コスト機器の導入、統一的な航行規制や定期的な船底状態の改善（青森県

下北地区東部広域水産業再生委員会 2016）、年間の操業日数を削減するとともに，往

復航時の低速化によるコスト削減（宮城県底びき網漁業広域水産業再生委員会 
2016）、船底状態の改善や統一的な航行規制など，燃油の節減対策（茨城県北部広域水

産業再生委員会 2016）への取組、などが行われている。福島県では東日本大震災の影

響のため、浜の活力再生プラン等の策定に至っていない。沖合底びき網漁業者の全国

団体である全国底曳網漁業連合会では、海底環境保全に向けた試験を実施した経過が

ある（全国底曳網漁業連合会・漁船協会 2004, 2005）。本海域では、茨城県の沖合底び

き網漁業、小型底びき網漁業において、トロールにグランドロープチェーンの重量規

制、タイヤグランドや複葉型オッターボードの使用禁止の自主規制が導入されている

（仙台漁業調整事務所 2010）。一定程度の施策が導入されていると評価し、3 点を配

点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

規制が全く導入されてお

らず、環境や生態系への

影響が発生している 

一部に導入さ

れているが、

十分ではない 

. 相当程度、施策

が導入されてい

る 

十分かつ有効に

施策が導入され

ている 

 

3.1.3.2 生態系の保全修復活動 
 青森県では植樹活動（青森県漁業協同組合連合会 2018）、宮城県では海浜清掃運

動、地球環境保全活動等への取組（宮城県漁業協同組合 2018）、茨城県では枝打ち、

植林活動（茨城県沿海地区漁業協同組合連合会 2018）が、沿海地区漁業協同組合や県

漁業協同組合連合会等の主導で行われている。福島県でも沿海漁業協同組合、福島県

漁業協同組合連合会、県等により環境・生態系保全地域協議会が設けられており、沖

合底びき網漁業者が所属する沿海漁業協同組合では藻場、干潟の保全活動が行われて

きた（JF 全漁連 2018）。これら沖合底びき網漁業、定置漁業者等も構成員である沿海

漁業協同組合等の活動を、3 点と評価する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

生態系の保全・

再生活動が行わ

れていない 

. 生態系の保全活

動が一部行われ

ている 

. 生態系の保全活

動が活発に行わ

れている 
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3.2 執行の体制 

3.2.1 管理の執行 
3.2.1.1 管轄範囲 
 キアンコウは、関東地方以北の太平洋岸では青森県～千葉県沿岸に分布し、水深 30
～400m の大陸棚から陸棚斜面に生息している（柴田ほか 2018）。この海域の沖合底び

き網漁業は、水産庁漁業調整課、同仙台漁業調整事務所が管轄しており、小型底びき網

漁業、刺網漁業、定置漁業は県知事が所管している。漁業者団体としては、沿海地区漁

業協同組合、業種別漁業協同組合、県漁業協同組合連合会に所属しつつ、青森県機船底

曳網漁業連合会、宮城県沖合底びき網漁業協同組合・宮城県近海底曳網漁業協同組合、

福島県機船底曳網漁業組合連合会、茨城県沖底協会をそれぞれ組織し、全国団体として

は全国底曳網漁業連合会に結集している。青森県、茨城県の小型底びき網漁業者、青森

県の小型定置漁業者、刺網漁業者は沿海地区漁業協同組合に所属し、県漁連、全漁連に

結集している。管理体制が確立して機能しており、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

対象資源の生息域が

カバーされていない 

. 生息域をカバーする管

理体制はあるが、十分

には機能していない 

. 生息域をカバーす

る管理体制が確立

し機能している 

 

3.2.1.2 監視体制 
 沖合底びき網漁業については、水産庁管理課と仙台調整事務所等が指導取締りを行

っている。2018 年から、水産本庁を漁業取締本部、仙台漁業調整事務所を同仙台支部

として、水産庁の漁業取締体制が強化された（水産庁 2018a）。小型底びき網漁業、刺

網漁業、定置漁業については、基本的には県当局により取締りが行われている。海上

保安庁も協力体制にある。指定漁業では一斉更新後の許可期間中に、「原則として全許

可船舶へのＶＭＳ（衛星船位測定送信機）の設置と常時作動を義務付けることとす

る」とされた（水産庁 2017c）。沖合底びき網漁業漁獲成績報告書の提出率は 100%で

ある。青森県の小型底びき網漁業等の漁獲成績については、許可方針により提出させ

ている。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

監視はおこなわ

れていない 

主要な漁港の周辺

など、部分的な監

視に限られている 

. 相当程度の監視体

制があるが、まだ

十分ではない 

十分な監視体制

が有効に機能し

ている 

 

3.2.1.3 罰則・制裁 
 沖合底びき網漁業については、漁業法や指定漁業の許可及び取締り等に関する省令

に基づき、違反に対しては刑事罰や許可の取消しが課せられる。小型底びき網漁業等
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においても、県の調整規則等から同様である。罰則規定としては十分に有効と考えら

れる。以上により 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

罰則・制裁は設

定されていない 

. 罰則・制裁が設定されて

いるが、十分に効果を有

しているとはいえない 

. 有効な制裁が設

定され機能して

いる 

 

3.2.2 順応的管理 
 国の定める資源管理指針で、これまでに「太平洋北部沖合性カレイ類資源回復計画

（2003 年 3 月 10 日公表）」（仙台漁業調整事務所 2010）で取り組んできた保護区の設

定等の措置について、引き継いで取り組む必要がある、と要請されている。ここで国

は、毎年の資源調査及び評価、漁獲状況や資源回復措置の実施状況を踏まえ、資源回

復計画の評価検討を行い、必要応じ計画内容の見直しを行うとされ、順応的管理の方

針が謳われている。資源水準動向は中水準増加傾向であり、資源回復計画の進行管理

も受け継がれていることから、4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

モニタリング結果を

漁業管理の内容に反

映する仕組みがない 

. 順応的管理の仕

組みが部分的に

導入されている 

. 順応的管理が十

分に導入されて

いる 

 

3.3 共同管理の取り組み 

3.3.1 集団行動 
3.3.1.1 資源利用者の特定 
 沖合底びき網漁業は、大臣許可漁業、小型底びき網漁業、刺網漁業、小型定置漁業

は知事許可漁業であり、また定置漁業は免許漁業であるため、資源利用者は公的に全

て特定できる。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.2 漁業者組織への所属割合 
 沖合底びき網漁業者は、沿海地区漁業協同組合、業種別漁業協同組合(青森県）、県

漁業協同組合連合会に所属しつつ、青森県機船底曳網漁業連合会、宮城県漁業協同組

合、宮城県近海底曳網漁業協同組合、宮城県沖合底びき網漁業協同組合、福島県機船

底曳網漁業組合連合会、茨城県沖底協会を、それぞれ組織し、全国団体として、全国
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底曳網漁業連合会に結集している（富岡 2014、全国底曳網漁業連合会 2018）。県知事

許可漁業関係者は基本的には沿海地区漁業協同組合に、それらは県漁業協同組合連合

会に所属する。定置漁業者は沿海地区漁業協同組合に所属しつつ、青森県定置漁業協

会、日本定置漁業協会に結集している(日本定置漁業協会 2018）。全漁業者が漁業者団

体に所属していることから、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.3 漁業者組織の管理に対する影響力 
 沖合底びき網漁業および小型底びき網漁業では、「太平洋北部沖合性カレイ類資源回

復計画（2003 年 3 月 10 日公表）」（仙台漁業調整事務所 2010）で取り組んできた保護

区の設定等の措置を引き継ぎ、資源管理指針（水産庁 2017a）、管理計画等に反映させ

ている。東日本大震災の影響から、福島県下では、「浜の活力再生プラン」等の策定は

未だ行われていない。福島県では、キアンコウ等の放射性物質を測定し、安全である

ことを確認し試験操業を実施している（福島県 2018、福島県漁業協同組合連合会 
2018）。茨城県の小型底びき網漁業では、使用漁具の制限（複葉型オッタ－ボードの使

用禁止）が定められている（茨城県 2016）。青森県においては、小型底びき網漁業で

禁漁期を設定しているほか、定置漁業や刺網漁業で体重 2kg 未満は再放流する取決め

のある地域もある（青森県 2015）。これら沖合底びき網漁業、小型底びき網漁業者、

定置漁業者、刺網漁業者の組織による管理を評価し、5 点を配分する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織が存在しな

いか、管理に関する活

動を行っていない 

. 漁業者組織の漁業管

理活動は一定程度の

影響力を有している 

. 漁業者組織が管

理に強い影響力

を有している 

 

3.3.1.4 漁業者組織の経営や販売に関する活動 
 青森県風間浦村ではキアンコウがブランド化され、付加価値向上に取り組まれている

（下風呂地区地域水産業再生委員会 2014）。石巻市水産振興協議会（2009）は、石巻地

域プロジェクト底びき網漁業に関する改革計画によって 14 および 9.7 トン型の小型底

びき網漁船の構造改革を主導した。宮城県水産業構造改革支援協会が、宮城県底びき網

漁業広域水産業再生委員会における中核的漁業者に、底びき網漁船の取得等を支援した

（宮城県底びき網漁業広域水産業再生委員会 2016）。同様に、茨城県北部広域水産業再

生委員会においては、茨城県漁業協同組合連合会が、底びき網漁船の取得等を支援した

（茨城県北部広域水産業再生委員会 2016）。福島県では、試験操業に引き続き、検査出

荷まで系統立てて組織を挙げて計画、実施を行っている（福島県漁業協同組合連合会 
2018）。これら沿海漁業協同組合、県漁業協同組合連合会、沖合底びき網漁業、小型底
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びき網漁業者組織による活動を評価し、5 点を配分する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織がこれらの

活動を行っていない 

. 漁業者組織の一部が

活動を行っている 

. 漁業者組織が全面的

に活動を行っている 

 

3.3.2 関係者の関与 
3.3.2.1 自主的管理への漁業関係者の主体的参画 
 沖合底びき網漁業者にあっては、沿海地区漁業協同組合、業種別漁業協同組合、漁

業協同組合連合会の諸会議への出席がある。また、県、国レベルでの所属団体におけ

る会合出席も必要である。小型底びき網漁業、刺網漁業、定置漁業においても、地

区、県段階での諸会議への出席は求められる。具体的な資料は乏しいが、年間 12 回以

上の会議への出席は必要であると考えられ、4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

なし 1-5日 6-11日 12-24日 1年に24日以上 

 

3.3.2.2 公的管理への漁業関係者の主体的参画 
 太平洋広域漁業調整委員会に、都道府県互選委員として青森東部海区漁業調整委

員、茨城海区漁業調整委員会委員が、また、大臣選任漁業者代表委員として青森県の

沖合底びき網漁業者が参画している（水産庁 2018b）。水産政策審議会資源管理分科会

には、全国漁業協同組合連合会の役員が出席している（水産庁 2018c）。以上により適

切に参画していると評価し、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし . 形式的あるいは

限定的に参画 

. 適切に参画 

 

3.3.2.3 幅広い利害関係者の参画 
 全国底曳網漁業者連合では、水揚げ金額のみではなく沖合底びき網漁業が石巻等地

域に与える経済効果を算定し、地域経済における沖合底びき網漁業の重要性を広報す

る取り組みも行っている（全国底曳網漁業連合 2017）。遊漁の対象とはなっていな

い。海区漁業調整委員会においては、公益を代表すると認められる者の中から都道府

県知事が選任した者が含まれる。水産資源の適切な保存及び管理に関する施策に係る

ものを調査審議等する、国レベルの水産政策審議会資源管理分科会には、水産、海事

関係の労働組合や自然保護基金等から、委員、特別委員が選出され、参画している

（水産庁 2018c）。以上より 4 点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし . 部分的・限定

的には関与 

. ほぼすべての主要な利害

関係者が効果的に関与 
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4．地域の持続性 

概要 

漁業生産の状況（4.1） 

 キアンコウ太平洋北部系群は、沖合底びき網漁業（青森県、宮城県、茨城県、福島県）、

小型底びき網漁業（青森県、茨城県）、定置網漁業（青森県）、及びその他の刺し網漁業

（青森県）で、多くの漁獲があげられている。漁業収入及び漁業関係資産のトレンドは

やや低く（2 点）、収益率のトレンドは低かった（1 点）。経営の安定性については、収

入の安定性、漁獲量の安定性は中程度であり（ともに 3 点）、漁業者組織の財政状況は

高かった（5 点）。操業の安全性及び地域雇用への貢献は高かった（5 点）。労働条件の

公平性も中程度であった（3 点）。 

 

加工・流通の状況（4.2） 

 各県とも水揚げ量が多い拠点産地市場がある一方、中規模市場が分散立地している。

買受人は各市場とも取扱量の多寡に応じた人数となっており、セリ取引、入札取引によ

る競争原理は概ね働いている（4.2.1.1 は 5 点）。取引の公平性は確保されている（4.2.1.2
は 5 点）。関税は 5%で（4.2.1.3 は 3 点）。卸売市場整備計画により衛生管理が徹底され

ている（4.2.2.1 は 5 点）。一般的な食材として流通しており、4.2.2.2 は 3 点となった。

大きな労働災害は報告されておらず（4.2.3.1 は 5 点）、労働条件の公平性も概ね中程度

と想定される（4.2.3.3 は 3 点）。以上より、本地域の加工流通業の持続性は高いと評価

できる。 

 

地域の状況（4.3） 

 水揚げ地では、製氷、冷蔵、冷凍施設や道路、空港などのインフラ整備が進んでおり

（4.3.1.1 と 4.3.1.3 ともに 5 点）、また、青森県では漁労技術・資源管理方策の改善・普

及が推進されてきた（4.3.1.2 4 点）。公共サービス水準の指標となる財政力指数は、4
県を平均すると 0.518 と全国平均程度であった（4.3.2.1 3 点）。一部を除いて、全国の

製造業の平均給与よりも高い給与額である（4.3.2.2 は 4 点）。文化面については、各県

ともに漁具･漁法に関する伝統的な情報が得られた（4.3.3.1 5 点）、福島県と茨城県で

は、伝統的な郷土食が存在する（4.3.3.2 5 点）。本地域は水産業関係者にとって十分に

魅力的な地域であると評価できる。 
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評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 
 沖合底びき網漁業（青森県、宮城県、茨城県、福島県）、小型底びき網漁業（青森県、

茨城県）、定置網漁業（青森県）、その他の刺し網漁業（青森県） 

 

② 評価対象都道府県の特定 
 青森県、宮城県、福島県、茨城県 

 

③ 評価対象漁業に関する情報の集約と記述 
 評価対象都道府県における水産業ならびに関連産業について、以下の情報や、その他

後述する必要な情報を集約する。 

1） 漁業種類、制限等に関する基礎情報 
2） 過去 11 年分の年別水揚げ量、水揚げ額 
3） 漁業関係資産 
4） 資本収益率 
5） 水産業関係者の地域平均と比較した年収 
6） 地方公共団体の財政力指標 
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4.1 漁業生産の状況 

4.1.1 漁業関係資産 

4.1.1.1 漁業収入のトレンド 

 農林水産省の漁業・養殖業生産統計では、キアンコウは「その他の魚類」に含まれ

ており、漁獲金額の独立したデータは取得されていない。また、他の統計において

も、県別漁業種類別のキアンコウの年間漁獲金額データは存在しない。そこで、近年

のキアンコウ魚価が概ね安定的であると仮定した上で、平成 29（2017）年度キアンコ

ウ太平洋北部系群の資源評価」(柴田ほか 2018)より、キアンコウの各県調べ県別漁業

種類別漁獲量（表 2）のデータを代わりに用いて、漁業収入の傾向を評価した。ただ

し、評価対象である福島県の沖合底びき網漁業は、東日本大震災に伴う原発事故の影

響により、操業自粛を余儀なくされ、現在はモニタリングの結果から安全が確認され

た魚種に限定して、小規模な試験操業と販売を行っているところである（福島県漁業

組合連合会 2018）。評価対象種であるキアンコウについても、試験操業が行われてい

るが、これらのデータを用いて本評価を行うことは適当ではない。したがって、福島

県に限り、震災前（2006～2010 年）の漁獲量データを用いて評価を行った。過去 10

年（福島県は 2006～2010 年）のうち上位 3年間の漁獲金額の平均と、昨年の漁獲金額

の比率を各県各漁業（青森県（沖合底びき網（以下、沖底）、小型底びき網（以下、小

底）、定置網、刺し網）・宮城県（沖底）・福島県（沖底）・茨城（沖底、小底））につい

て算出したところ、その加重（重みづけ）平均は約 0.59 となった。以上より、2点を

配点する（青森県: 1 点、宮城県: 3 点、福島県: 3 点、茨城県: 4 点）。 

1点 2 点 3 点 4 点 5 点 

50%未満 50-70% 70-85% 85-95% 95%を超える 

 

4.1.1.2 収益率のトレンド 

 沖合底びき網漁業許可船名簿（水産庁 2016）によれば、青森県の沖合底びき網漁船

については、0～50 トンが 2 隻、50～100 トンが 1 隻、100～200 トンが 15 隻となって

いる。岩手県、宮城県、福島県の沖合底びき網漁業については、岩手県が 50～100 トン

クラスが 10 隻、宮城県は～50 トンクラスが 13 隻、50～100 トンクラスが 11 隻、福島

県は～50 トンクラスが 32 隻、50～100 トンクラスが 1 隻となっている。また、茨城県

については～50 トンクラスが 8 隻となっている。ただし、漁業経営体調査報告には 50

トン未満船のデータがないので、同調査の 100～200 トンクラス（会社経営体）、50～100

トンクラス（個人経営体・会社経営体）の経営データのみを用いる。 

 「会社経営体調査」の「沖合底びき網漁船」のうち「100～200 トン」のカテゴリの

データについて、2012～2016 年の 5年間の「漁撈利益」／「漁業投下固定資本合計」
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は、過去 5年間全てマイナスでその平均は-0.23 であった。また、「個人経営体調査報

告」の「沖合底びき網」の「50～100 トン」の 2011 年～2015 年（2016 年は漁撈純収

益データがないため）のデータでは、5年間の「漁撈純収益」／「漁業投下固定資本

合計」の平均値は－0.48 であった。また、「会社経営体調査報告」の「沖合底びき

網」の「50～100 トン」の 2012～2016 年の「漁撈利益」／「漁業投下固定資本合計」

の平均値は－0.27 であった。「個人経営体」「会社経営体」、「100～200 トン」「50～100

トン」ともにマイナスで各 1点を配する。 

 小型底びき網漁業については、青森県で 10 トン以上船、茨城県などで一部 5～10 ト

ン船があることなどから、5～10 トン、10～20 トン両方のカテゴリからの経営状態で

判断することとした。「個人経営調査報告」「小型底びき網漁業」の 2011～2015 年（直

近の 2016 年は漁撈純収益のデータがない）の 5年間の「漁撈純収益」／「漁業投下固

定資本合計」は、「5～10 トン」で－0.113、「10～20 トン」階層で 0.115 だった。この

ため、「5～10 トン」は 1点、「10～20 トン」階層で 2点を配する。 

 これ以外にも青森県の刺し網漁業の漁獲量が多いと見られるが、同漁業については

使用している詳細な漁船規模の報告が無く、漁業経営調査（農林水産省）の適切なカ

テゴリを選ぶことが難しいことから、ここでは割愛するものとする。また、同様に定

置網漁業も同調査において適切なカテゴリを選べないことからここでは除外するもの

とする。 

以上のように、キアンコウは、漁獲の大半が 1点を配した漁業から水揚げされている

ものと考えられるので、総合的に判断して 1点を配する。 

1点 2 点 3 点 4 点 5 点 

0.1 未満 0.1-0.13 0.13-0.2 0.2-0.4 0.4 以上 

 

4.1.1.3 漁業関係資産のトレンド 

 沖合底びき網漁業許可船名簿（水産庁 2016）によれば、青森県の沖合底びき網漁船

については、0～50 トンが 2隻、50～100 トンが 1隻、100～200 トンが 15 隻となって

いる。手県、宮城県、福島県の沖合底びき網漁業については、岩手県が 50～100 トン

クラスが 10 隻、宮城県は～50 トンクラスが 13 隻、50～100 トンクラスが 11 隻、福島

県は～50 トンクラスが 32 隻、50～100 トンクラスが 1隻となっている。また、茨城県

については～50 トンクラスが 8隻となっている。ただし、漁業経営体調査報告には 50

トン未満船のデータがないので、同調査の 100～200 トンクラス（会社経営体）、50～

100 トンクラス（個人経営体・会社経営体）の経営データのみを用いる。 

「会社経営体調査」の「沖合底びき網漁船」のうち「100～200 トン」のカテゴリのデ

ータについて、過去 10 年間の上位 3年の漁業投下固定資本の平均値は 175,812 千円
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で、直近の 2016 年の漁業投下固定資本の値は 160,281 円である。その割合は 91%なの

で、4点となる。「個人経営体調査報告」の「沖合底びき網」の「50～100 トン」階層

は、2011 年から 2016 年までしかデータが存在せず、正しい評価を下せないため除外

する。「会社経営体調査報告」の「50～100 トン」階層は、2007～2016 年までデータが

存在し、直近の 2016 年の漁業投下固定資本は 56,565 千円、一方過去 10 年のうち も

多い過去 3ヵ年の漁業投下固定資本額の平均値は 109,240 千円であった。したがっ

て、直近の割合は 52%である。このことから 2点を与える。 

 小型底びき網漁業については、青森県で 10 トン以上船、茨城県などで一部 5～10 ト

ン船があることなどから、5～10 トン、10～20 トン両方のカテゴリからの経営状態で

判断することとした。個人経営調査報告」「小型底びき網漁業」の直近（2016 年）の

漁業投下固定資本額は、「5～10 トン」のカテゴリで 4,598 千円、「10～20 トン」のカ

テゴリで 6,458 千円である。2007～2016 年の 10 年間の上位 3年の漁業投下固定資本

の平均値は、「5～10 トン」のカテゴリで 9,139 千円、「10～20 トン」のカテゴリで

14,457 千円である。したがって、その割合は「5～10 トン」のカテゴリで 50%、「10～

20 トン」のカテゴリで 45%となり、それぞれ 1点、2点を与える。 

 これ以外にも青森県の刺し網漁業の漁獲量が多いと見られるが、同漁業については

使用している詳細な漁船規模の報告が無く、漁業経営調査（農林水産省）の適切なカ

テゴリを選ぶことが難しいことから、ここでは割愛する。また、同様に定置網漁業

も、同調査において適切なカテゴリを選べないことから、ここでは除外する。 

 上記のように、4点、2点、1点、2点と与えられた点数は異なるが、単純平均が

2.25、 頻値も 2点ということから、2点を配点する。 

1点 2 点 3 点 4 点 5 点 

50%未満 50-70% 70-85% 85-95% 95%を超える 

 

4.1.2 経営の安定性 
4.1.2.1 収入の安定性 
 4.1.1.1 と同じく、平成 29（2017）年度キアンコウ太平洋北部の資源評価」(柴田ら 2018)
より、キアンコウの各県調べ県別漁業種類別漁獲量（表 2）のデータを代わりに用いて、

近 10 年間（福島県は 2006～2010 年）の各漁業におけるキアンコウ漁獲金額の安定性

を評価した。各県における 10（5）年間の平均漁獲金額とその標準偏差の比率を求める

と、その加重平均は約 0.34 となった。以上より、3 点を配点する（青森県: 3 点、宮城

県: 2 点、福島県: 5 点、茨城県: 3 点）。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1以上 0.40-1 0.22-0.40 0.15-0.22 0.15未満 
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4.1.2.2 漁獲量の安定性 
 平成 29（2017）年度キアンコウ太平洋北部の資源評価」(柴田ら 2018)より、キアン

コウの各県調べ県別漁業種類別漁獲量（表 2）のデータを用いて、 近 10 年間（福島県

は 2006～2010 年）における各県各漁業のキアンコウ漁獲量の安定性を評価した。10（5）
年間の平均年間漁獲量とその標準偏差の比率を求めると、その加重平均は約 0.34 とな

った。以上より、3 点を配点する（青森県: 3 点、宮城県: 2 点、福島県: 5 点、茨城県: 3
点）。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1以上 0.40-1 0.22-0.40 0.15-0.22 0.15未満 

 

4.1.2.3 漁業者団体の財政状況 
 キアンコウ（太平洋北部）は、沖合底びき網（青森県（太平洋北区）、宮城県、福島

県、茨城県）、小型底びき網（青森県（太平洋北区）、茨城県）、定置網（青森県（太平洋

北区））、刺し網（青森県（太平洋北区））で主に漁獲されている。 

 沖合底びき網漁業経営体は各県の底曳網関連組合/協会に所属したうえで全国底曳網

漁業連合会に所属している（全国底曳網漁業連合会 2017a）。各県の組合/協会の財政状

況を判断する資料は公開されていないものの、その上部団体である全国底曳網漁業連合

会の貸借対照表及び正味財産増減計算書に財政状況が示されており、黒字であった（全

国底曳網漁業連合会 2017b）。 

 小型底びき網、定置網、刺し網漁業経営体は、沿海漁業協同組合に所属している。福

島県の沿海漁業協同組合の 1 組合当たりの平均経常利益は赤字であり、青森県、宮城県、

茨城県は黒字であった（水産庁 2017a）。よって、福島県は（5+1）/2=3 点、その他の県

は 5 点、そして 4 県平均は 4.75 点となり、四捨五入して 5 点を配点した。 

1点 2点 3点 4点 5点 

経常利益が赤字、

もしくは情報無し 

. . . 経常利益が黒字

になっている 

 

4.1.3 就労状況 
4.1.3.1 操業の安全性 
 平成 28 年の各県の水産業における労働災害による死亡者数は、青森県 0 人、宮城県

0 人、福島県 0 人、茨城県 1 人であった（厚生労働省青森労働局 2017、厚生労働省宮

城労働局 2017、厚生労働省福島労働局 2017、厚生労働省茨城労働局 2017a）。ただ

し、茨城県における死亡者は、シラス漁における事故を原因としており（厚生労働省

茨城労働局 2017b）、評価対象漁業における死亡事故ではなかった。その他に、死亡者
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の報告はみられない。そのため、評価対象漁業の 1,000 人漁期当たり死亡者数の平均

は、0 人である。以上より、5 点を配点する。なお、各県別に評価した場合、青森県 5
点、宮城県 5 点、福島県 5 点、茨城県 5 点となる。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1,000人漁期当

たりの死亡事故

1.0人を超える 

0.75-1.0人未満 0.5-0.75人未満 0.25-0.5人未満 1,000人漁期当

たりの死亡事故

0.25人未満 

 

4.1.3.2 地域雇用への貢献 
 「組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする」（水産業協同組合法

第 1 章第 6 条）、またその組合員も「組合の地区内に住所を有する」必要がある（同法

第 2 章第 4 節第 18 条）。そして連合会の会員も「連合会の地区内に住所を有する」必

要がある （同法第 4 章第 88 条）。国際研修協力機構（2017）によれば、技能実習制度

による外国人実習生について、船上において漁業を行う場合、その人数は実習生を除

く乗組員の人数を超えてはならない、と定められている。こうした現状から、外国人

の技能実習生を含め、ほぼすべての漁業者は地域内に居住し、雇用されていると考え

られることから、地域経済に貢献していると言える。以上より、5 点を配点する（青

森県: 5 点、宮城県: 5 点、福島県: 5 点、茨城県: 5 点）。 

1点 2点 3点 4点 5点 

事実上いない 5-35% 35-70% 70-95% 95-100% 

 

4.1.3.3 労働条件の公平性 
 2018 年 2 月 5 日現在で公表されている労働基準関係法令違反による送検事案の件数

は、青森県において 10 件（厚生労働省青森労働局 2018）、宮城県において 4 件（厚生

労働省宮城労働局 2018）、福島県において 10 件（厚生労働省福島労働局 2018）、茨城

県において 4 件（厚生労働省茨城労働局 2018）であった。うち、宮城県の 1 件が漁業

関係会社であった。他産業では賃金の不払いや、 低賃金以上の賃金を払っていなか

った事例及び外国人技能実習生に違法な時間外労働を行わせた事例等があったもの

の、上記の宮城県の漁業関係会社の送検事例は、労働者の安全確保の不備に関するも

のであり、キアンコウ漁業における労働条件の公平性は低いものではないと考えられ

る。以上より 3 点を配点する 

1点 2点 3点 4点 5点 

能力給、歩合制を除

き、一部被雇用者の

み待遇が極端に悪い 

. 能力給、歩合制を除

き、被雇用者によって

待遇が極端に違わない 

. 能力給、歩合以

外の面での待遇

が平等である 
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4.2 加工・流通の状況 

 キアンコウの漁獲が多い青森県、宮城県、福島県、茨城県の状況を分析した。 

4.2.1 市場の価格形成 
 ここでは各水揚げ港（産地市場）での価格形成の状況を評価する。 

4.2.1.1 買受人の数 
 青森県には 40 か所に産地市場がある。このうち年間取扱量が 500 トン未満の小規模

市場が 15 市場あるものの、半分以上は年間 1,000 トン以上の中規模市場であり、うち

二つが年間 3 万トン以上の拠点産地市場となっている。買受人数に着目すると、50 人

以上登録されている市場が 4 市場、20～50 人未満の登録が 18 市場、10～20 人未満の

登録が 7 市場ある一方、買受人が 10 人未満の小規模市場が 11 市場ある。買受人は、

各市場とも取扱い数量の多寡に応じた人数となっており、セリ取引、入札取引による

競争原理は、概ね働いている。（農林水産省 2014a; 2013 年漁業センサス青森県） 

 宮城県には 10 か所に産地市場がある。このうち年間取扱量が 100 トン未満の市場が

1 市場、100 トン以上 500 トン未満の市場が 2 市場ある一方、年間 1 万トン以上の拠点

市場が 5 市場あり、全体の 5 割を占める。買受人数に着目すると、50 人以上登録され

ている市場が 7 市場、20～50 人未満の登録がある市場が１、10～20 人未満の登録があ

る市場が 1 ある。一方、登録数が 5 人未満の小規模市場は 1 市場にとどまる。買受人

は、各市場とも取扱い数量の多寡に応じた人数となっており、セリ取引、入札取引に

よる競争原理は、概ね働いている。（農林水産省 2014b; 2013 年漁業センサス宮城県） 

 福島県には 12 か所に産地市場がある。このうち年間取扱量が 100 トン以上 500 トン

未満の市場が 2 市場あるものの、7 市場は年間 1,000 トン以上の中規模市場であり、う

ち二つが拠点産地市場となっている。買受人数に着目すると、50 人以上登録されてい

る市場が 1 市場、20～50 人未満の登録がある市場が 6、10～20 人未満の登録がある市

場が 4 あるが、買受人が 10 人未満の小規模市場が 1 市場ある。買受人登録は各市場と

も取扱い数量の多寡に応じた数となっており、セリ取引、入札取引による競争原理

は、概ね働いているといえる。（農林水産省 2009a; 2008 年漁業センサス福島県） 

 茨城県には 11 か所に産地市場がある。このうち年間取扱量が 100 トン未満の市場が

1 市場、100 トン以上～500 トン未満の市場が 3 市場ある一方、年間 3000 トン以上 1
万トン未満の中規模市場が 2 市場ある。買受人の登録数に着目すると、50 人以上登録

されている市場が 5 市場、20～50 人未満の登録が 2 市場、10～20 人未満の登録が 1 市

場ある。一方、5 人未満の小規模市場は 1 市場にとどまる。買受人は各市場とも取扱

い数量の多寡に応じた人数となっており、セリ取引、入札取引による競争原理は、概

ね働いている。（農林水産省 2014c; 漁業センサス茨城県） 
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 各県とも取扱量が多い拠点産地市場がある一方、中規模市場が分散立地している。

買受人は各市場とも取扱量の多寡に応じた人数配置となっており、セリ取引、入札取

引による競争原理は、概ね働いている。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

. 少数の買受人の

調整グループ 

. 非常に競争的で

ある 

 

4.2.1.2 市場情報の入手可能性 
 各県が作成している卸売市場整備計画では、施設の整備、安全性確保、人の確保等

と並んで、取引の公平性・競争性の確保が記載されている（青森県 2017, 宮城県 
2016, 福島県 2016, 茨城県 2017）。水揚げ情報、入荷情報、セリ・入札の開始時刻、

売場情報については、公の場に掲示されるとともに、仲買人の事務所に電話・ファッ

クスなどを使って連絡されるなど、市場情報は仲買人に公平に伝達されている。これ

によりセリ取引、入札取引において、競争の原理が働き、公正な価格形成が行われて

いる。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

. 信頼できる価格と量の情報

が、次の市場が開く前に明

らかになり利用できる 

. 正確な価格と量

の情報を随時利

用できる 

 

4.2.1.3 貿易の機会 
 2017 年 4 月 1 日時点で、キアンコウの実効輸入関税率は、冷蔵、冷凍を問わずその

他のものに分類され、基本として 5%が課せられるが（日本税関 2017）、WTO 協定国お

よび ASEAN からのものは 3.5%となっている（3 点）。以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

貿易の機会を与

えられていない 

. 何らかの規制により公正

な競争になっていない 

. 実質、世界的な競争市場に規

制なく参入することが出来る 

 
4.2.2 付加価値の創出 
 加工流通業により、水揚げされた漁獲物の付加価値が創出される状況を評価する。 

4.2.2.1 衛生管理 
 青森県内の産地卸売市場及び小規模市場は、第 10 次青森県卸売市場整備計画に則

り、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されている（青森県 2017）。ま

た、「A-HACCP（青森ハサップ：青森県食品衛生自主衛生管理認証制度」を制定し、

衛生管理の徹底を図っている（青森県 2018）。 
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 宮城県内の産地卸売市場及び小規模市場は、第 10 次宮城県卸売市場整備計画に則

り、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されている（宮城県 2016）。さら

に、「みやぎ食品衛生自主管理認証制度」を制定し、衛生管理の徹底を図っている（宮

城県 2017）。また、仙台市では「仙台市食品衛生自主管理評価制度（仙台 HACCP）」
を制定し、衛生管理の徹底を図っている（仙台市 2016）。 

 福島県内の産地卸売市場及び小規模市場は、第 9 次福島県卸売市場整備計画に則

り、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されている（福島県 2016）。 

 茨城県内の産地卸売市場及び小規模市場は、第 10 次茨城県卸売市場整備計画に則

り、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されている（茨城県 2017）。ま

た、「いばらきハサップ認証制度」を制定し、衛生管理の徹底を図っている（茨城県 
2016）。 

 各県とも、卸売市場整備計画に則り、産地卸売市場及び小規模市場は、県及び市町

村が定める衛生基準に即して管理されている。また、各市場とも、食品の安全性を確

保するための自主的管理認定制度を制定しており、県・市町村の衛生基準の遵守と併

せて衛生管理が徹底されている。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

衛生管理が不十分で問題

を頻繁に起こしている 

. 日本の基準を満

たしている 

. 高度衛生管理を

行っている 

 

4.2.2.2 利用形態 
 県産別の用途が記述してある文献が無く、また、産地によって大きく用途が異なる

ことも想定し難いことから、キアンコウ一般として評価する。真木ほか（1997）によ

ると「生鮮ものは、丸ごと取り扱われるが、ほとんどは飲食店向けに流通する。やや

小振りのものは、小売店などで家庭向け鍋物用に下調理されて並ぶ。」とされる。この

ことから一般的な食材として流通していると考えられ、3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

魚粉/動物用餌/餌

料/消費されない 

. 中級消費用（冷

凍、大衆加工品） 

. 高級消費用（活魚、

鮮魚、高級加工品） 

 

4.2.3 就労状況 
4.2.3.1 労働の安全性 
 平成 28 年の各県の食品製造業における労働災害による死亡者数は、青森県 0 人、宮

城県 1 人、福島県 2 人、茨城県 0 人であった（厚生労働省青森労働局 2017、厚生労働

省宮城労働局 2017、厚生労働省福島労働局 2017、厚生労働省茨城労働局 2017b）。食
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料品製造業従事者数は、利用可能な 新のデータ(平成 26 年)では、宮城県 25,151 人、

福島県 16,443 人であった(経済産業省 2014）。したがって、1,000 人当たり年間死亡者数

は、青森県 0 人、宮城県 0.039 人、福島県 0.121 人、茨城県 0 人となり、平均値は 0.040
人となる。以上より、5 点を配点する(各県とも 5 点)。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1,000人年当たりの死

亡事故1人を超える 

1人未満

0.6人以上 

0.6人未満0.3人

以上 

0.3人未満

0.1人以上 

1,000人年当たりの

死亡事故0.1人未満 

 

4.2.3.2 地域雇用への貢献 
 水産加工業経営実態調査（水産庁 2017b）によれば、キアンコウ太平洋北部を多く

漁獲する青森県・宮城県・福島県・茨城県における水産加工業経営体数の平均値は、

全国平均の約 1.56 倍（各県の全国平均に対する値は、約 1.21 倍、約 1.95 倍、約 0.60
倍、約 1.30 倍）であった。以上より、4 点を配点する（青森県: 4 点、宮城県: 4 点、福

島県: 3 点、茨城県: 4 点） 

1点 2点 3点 4点 5点 

0.3未満 0.3以上0.5未満 0.5以上1未満 1以上2未満 2以上 

 

4.2.3.3 労働条件の公平性 
 2018 年 2 月 5 日現在公表されている労働基準関係法令違反による送検事案の件数

は、青森県において 10 件（厚生労働省青森労働局 2018）、宮城県において 4 件（厚生

労働省宮城労働局 2018）、福島県において 10 件（厚生労働省福島労働局 2018）、茨城

県において 4 件（厚生労働省茨城労働局 2018）であった。うち、青森県の 2 件が水産

物を扱っている可能性のある食品加工・流通の会社であった。労働者の安全に関わる

事例のほかに、違法な時間外労働を行わせたものが 1 件あったものの、キアンコウに

関わる加工・流通における労働条件の公平性は低いものではないと考えられる。以上

より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

能力給、歩合制を除き、

一部被雇用者のみ待遇が

極端に悪い、あるいは問

題が報告されている 

. 能力給、歩合制を除き、

被雇用者によって待遇が

極端には違わず、問題も

報告されていない 

. 待遇が公

平である 
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4.3 地域の状況 

4.3.1 水産インフラストラクチャ 
4.3.1.1 製氷施設、冷凍・冷蔵施設の整備状況 
 青森県における冷凍・冷蔵倉庫数は、161 工場、冷蔵能力は 333,510 トン（1 工場当

たり 2,316 トン）、1 日当たり凍結能力 6,318 トン（1 工場当たり 1 日当たり凍結能力

44 トン）である。水揚げ量に対する必要量を満たしている。（農林水産省 2014d; 2013
年漁業センサス青森県） 

 宮城県における冷凍・冷蔵倉庫数は、183 工場、冷蔵能力は 494,183 トン（1 工場当

たり 2,761 トン）、1 日当たり凍結能力 6,551 トン（1 工場当たり 1 日当たり凍結能力

52 トン）である。水揚げ量に対する必要量を満たしている。（農林水産省 2014e; 2013
年漁業センサス宮城県） 

 福島県における冷凍・冷蔵倉庫数は、63 工場、冷蔵能力は 109,759 トン（1 工場当

たり 989 トン）、1 日当たり凍結能力 1,439 トン（1 工場当たり 1 日当たり凍結能力 13
トン）である。水揚げ量に対する必要量を満たしている。（農林水産省 2009b; 2008 年

漁業センサス福島県） 

 茨城県における冷凍・冷蔵倉庫数は、216 工場、冷蔵能力は 5,339 トン（1 工場当た

り 25.1 トン）、1 日当たり凍結能力 5,339 トン（1 工場当たり 1 日当たり凍結能力 25.1
トン）である。水揚げ量に対する必要量を満たしている。（農林水産省 2014f; 2013 年

漁業センサス茨城県） 

 各県ともに、好不漁によって地域間の需給アンバランスが発生することもあるが、

商行為を通じて地域間の調整は取れている。地域内における冷凍・冷蔵能力は水揚げ

量に対する必要量を満たしている。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

氷の量は非

常に制限さ

れる 

氷は利用できる

が、供給量は限ら

れ、しばしば再利

用されるか、溶け

かけた状態で使用

される 

氷は限られ

た形と量で

利用でき、

も高価な

漁獲物のみ

に供給する 

氷は、いろいろな形

で利用でき、そし

て、氷が必要なすべ

ての魚に対し新鮮な

氷で覆う量を供給す

る能力がある 

漁港において氷

がいろいろな形

で利用でき、冷

凍設備も整備さ

れている。 

 

4.3.1.2 先進技術導入と普及指導活動 
 青森県では、漁業者が青森県水産増殖センター（現 青森県産業技術センター水産総

合研究所）と連携して、標識放流、小型魚（2kg 未満の生存個体）の再放流に取り組

んできた結果、単価が倍増した例もあり、資源管理や付加価値向上のための積極的な
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先進技術導入がおこなわれている（金田一 2009）。また、青森県における定置網漁業

では、生産性向上のための網目合及び網地の改良、省エネが図れる船型や省人・省力

型の漁労機器等の先進技術導入などが積極的におこなわれている（青森県漁業協同組

合連合会 2017）。なお、宮城県、福島県、茨城県では、底びき網漁業に関する 新技

術導入に関する資料・報告は入手できなかった。 

 青森県では、青森県産業技術センター水産総合研究所が、平成 17 年度から 新の漁

海況情報を毎月公開している（青森県産業技術センター水産総合研究所 2018）。宮城

県では、宮城県水産技術総合センターが平成 21 年度から毎月漁海況情報の 新版を公

開している（宮城県 2019）。福島県では、福島県水産試験場が平成 15 年度から漁況

（試験操業）および海況情報を毎週公開している（福島県 2018）。茨城県では、平成

27 年から漁海況情報を毎月数回公開している（茨城県 2018）。 

 よって、平均して 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

普及指導活動が

行われていない 

. 普及指導活動が

部分的にしか行

われていない 

. 普及指導活動が行

われ、 新の技術

が採用されている 

 

4.3.1.3 物流システム 
 Google Map により、キアンコウを主に水揚げしている青森県、宮城県、福島県、茨

城県の漁港から地方、中央卸売市場、貿易港、空港などの関係拠点までかかる時間を

検索すると、幹線道路（青森県は海路も含む）を使えば複数の主要漁港から中央卸売

市場への所要時間は遅くとも 2 時間程度であり、ほとんどの漁港から地方卸売市場ま

では 1 時間以内で到着できる。また空港、貿易港までもほぼ 2 時間以内に到着可能で

あり、経営戦略として自ら貿易の選択肢を選ぶことも可能である。以上より 5点を配

点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

主要物流ハブへ

のアクセスがな

い 

. 貿易港、空港のいずれ

かが近くにある、もし

くはそこへ至る高速道

路が近くにある 

. 貿易港、空港のいずれ

もが近くにある、もし

くはそこへ至る高速道

路が近くにある 

 
4.3.2 生活環境 
4.3.2.1 自治体の財政状況 
 各地域の公共サービス水準の指標となる、関係県の財政収入額を需要額で除して求

められた財政力指数をみた。財政力指数の値は、青森県が 0.3319、宮城県が 0.5960、
福島県が 0.5095、茨城県が 0.6331 であり、平均値は 0.518 となる（総務省 2017）。以
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上より、3 点を配点する。なお県別に評価した場合、青森県 2 点、宮城県 3 点、福島

県 3 点、茨城県 4 点となる。 

1点 2点 3点 4点 5点 

その自治体の財

政力指標が0.2

以下 

その自治体の財

政力指標が0.2-

0.4 

その自治体の財

政力指標が0.4-

0.6 

その自治体の財

政力指標が0.6-

0.8 

その自治体の財

政力指標が0.8

以上 

 

4.3.2.2 水産業関係者の所得水準 
 国土交通省（2017）によると、キアンコウ太平洋北部系群を漁獲している沖合底び

き網漁業の青森県、宮城県の所得水準は、それぞれ 286,575 円（4 点）、606,498 円（5
点）であった。5（福島県、茨城県は情報が入手できなかったため、全国平均の

547,073 円（5 点）、547,073 円（5 点）を採ることとする。）青森県刺し網漁業について

は、情報が入手できなかったため、全国平均を代替値としたところ、396,427 円（5
点）であった。青森県定置網漁業については、県別の統計情報がなかったため、全国

の大型定置網漁業のデータを代替値として使用した（平成 27 年度漁業経営調査、農林

水産省 2016）。その結果、従業員月給は 307,670 円（4 点）であった。平成 28 年賃金

構造基本統計調査（厚生労働省 2017）による、5 県の企業規模 10～99 人の男性平均月

給の平均は、青森で 257,700 円、宮城で 295,100 円、福島で 277,200 円、茨城県で

353,783 円であった。また国税庁（2018）の平成 27 年度「民間給与実態統計調査結

果」第 7 表企業規模別及び給与階級別の給与所得者数・給与額（役員）によると、全

国の資本金 2,000 万円以下の企業役員の平均月給与額は 459,583 円となっており、沖合

底びきおよびその他刺し網の役員クラスの持代（歩）数は 1.29、1.06 となっているた

め、369,682 円（青森県役員 2 点）、782,382 円（宮城県役員、5 点）、705,724 円（福島

県役員、5 点）、705,724 円（茨城県役員、5 点）、420,213 円（青森刺し網役員、3
点）、823,000 円（青森、茨城小型底びき網個人経営体、5 点、県別の情報がないため

平成 28 年漁業経営調査（農林水産省 2017）の海面漁業の経営体階層別小型底びき網

漁船 10〜20 トンの全国平均収入から支出を差し引いた額を代替値として使用）とな

り、全国の製造業の平均給与よりも高い給与額であることがわかる。したがって全国

または同地域内の製造業従事者平均ならびに中小企業役員平均と比較しても、競争力

のある産業であることがわかる。平均を四捨五入して 4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

所得が地域平

均の半分未満 

所得が地域平

均の50-90% 

所得が地域平均

の上下10%以内 

所得が地域平均

を10-50%超える 

所得が地域平均

を50%以上超える 
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4.3.3 地域文化の継承 
4.3.3.1 漁具漁法における地域文化の継続性 
 宮城県沖底で行われてきた網口開口板を使用する板曳網漁業は、省人省力化のうえ

でも又、資材費の節減のうえでも、かけまわし漁法に比べて経営の安定に寄与する面

が大きい。しかし、他種漁業との調整上及び資源上の問題から、現在では千葉県、茨

城県、福島県では許可され、北海道沖合、中南部千島海域ならびに宮城県沖合の既存

漁場において試験操業が認められて実施されているにすぎない（金田 2005a）。 

 福島県相馬原釜の底びき網では、1979 年頃から始まったスターン式によって、乗組

員を減らし、作業量の軽減と作業時の安全確保にも大きく役立つこととなった。こう

したことから、所属底曳船は全船たちまちこの方式に転換していった（原釜・尾浜・

松川郷土史研究会 1999）。 

 茨城県の小底（板びき網 15 トン型）は、船のともより胴尻へと順次投網し、開口

板の投入が終わると曳網をとめ開口板の開き具合を調整する。落ち着くと曳綱を水深

の 4～5 倍伸ばし、曳網を開始する（金田 2005b）。以上のように各地区で過去の漁法

を継承しつつ現在の漁業が行われていることから、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁具・漁法に地

域の特徴はない 

. 地域に特徴的な、あるい

は伝統的な漁具・漁法は

既に消滅したが、復活保

存の努力がされている 

. 地域に特徴的な、あ

るいは伝統的な漁

具・漁法により漁業

がおこなわれている 

 

4.3.3.2 加工流通技術における地域文化の継続性 
 鈴木（1987）によれば、「福島県では、あんこうをさばくときは、つるし切りにする。

たわしでよく洗ってぬめりをとったあんこうのあごに荒縄を通し、樹か物干し棒につる

す。つるしたままで腹をさき、胃袋と肝をとって皮をぐるりとむき、背肉、わき肉、頭

肉を切り離す。つるし切りした肉、皮、肝は、熱湯でゆでる。ゆでた肝はすり鉢にとり、

よくすって、味噌、砂糖、酢をいれてさらによくすり、酢味噌をつくる。生肝は空煎り

して調味料を入れてよくすると、香ばしくておいしい。」と報告されている。 

 また、大塚（1985）によれば、「茨城県では、あんこうは、波の荒い太平洋の海底深

くにすむ魚で、波崎や銚子でも揚がるが、大洗以北が本場である。秋 10 月から春 3 月

にかけて、年に 1，2 度、あんこうを食べる。あんこうは、1 貫目以上もある。骨はすご

く固いが、からだはぐにょぐにょとしていて、おろしにくい。そのため、台所近くの大

きな木の枝につり下げ、つるし切りをする。あとは部分的に切り分け、熱湯でゆでてい

ろいろな料理をつくる。」と報告されている。以上のように加工調理法にも地域文化が

継承されていることから、5 点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

加工・流通技術

で地域に特徴的

な、または伝統

的なものはない 

. 地域に特徴的な、あるいは

伝統的な加工・流通技術は

既に消滅したが、復活保存

の努力がされている 

. 特徴的な、あるいは

伝統的な加工・流通

がおこなわれている

地域が複数ある 
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5．健康と安全・安心 

5.1 栄養機能 

5.1.1 栄養成分 
 キアンコウの栄養成分は、表のとおりである（文部科学省 2016）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナ
ト
リ
ウ
ム

カ
リ
ウ
ム

カ
ル
シ
ウ
ム

マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

リ
ン

鉄
亜
鉛

銅

マ
ン
ガ
ン

ヨ
ウ
素

セ
レ
ン

ク
ロ
ム

モ
リ
ブ
デ
ン

m g m g m g m g m g m g m g m g m g μg μg μg μg

130 210 8 19 140 0.2 0.6 0.04 Tr - - - -

無機質

飽
和

一
価
不
飽
和

多
価
不
飽
和

kcal kJ g g g g g g g g m g g g g g

58 243 85.4 13.0 (10.7) 0.2 0.1 0.02 0.02 0.04 78 0.3 - (0) 1.1

灰
分

エ
ネ
ル
ギ

水
分

タ
ン
パ
ク
質

脂
質

炭
水
化
物

ア
ミ
ノ
酸
組

成
に
よ

る
タ
ン
パ

ク
質

ト
リ
ア
シ
ル

グ
リ
セ

ロ

ル
当
量

脂肪酸 コ
レ
ス
テ
ロ

ル

利
用
可
能
炭

水
化
物

単
糖
当

量

食
物
繊
維
総
量

α β α β γ δ

μg μg μg μg μg μg μg m g m g m g m g μg

13 0 0 0 0 13 1.0 0.7 0 0 0 (0)

レ
チ
ノ

ル

活

性
当
量

トコフェロール

ビタミン（脂溶性）

A

D

E

K

レ
チ
ノ

ル

カロテン β
❘
ク
リ
プ

ト

キ
サ
ン
チ
ン

β
❘
カ
ロ
テ

ン

当
量

B1 B2

ナ
イ
ア
シ
ン

B6 B12
葉
酸

パ
ン
ト
テ
ン
酸

ビ
オ
チ
ン

C

m g m g m g m g μg μg m g μg m g g

0.04 0.16 1.7 0.11 1.2 5 0.21 - 1 0.3

ビタミン（水溶性）

食
塩
相
当
量



 
 

86 

5.1.2 機能性成分 
5.1.2.1 EPA と DHA 
 キアンコウの肝には、高度不飽和脂肪酸である EPA と DHA が多く含まれている。キア

ンコウの肝の EPA 含量は 2320mg/100g、DHA 含量は、3650mg/100g である（大日本水産

会 1999）。EPA は、血栓予防、抗炎症作用、高血圧予防、DHA は、脳の発達促進、認知

症予防、視力低下予防、動脈硬化の予防改善、抗がん作用等の効果がある（水産庁 2014）。 

 

5.1.2.2 ビタミン 
 キアンコウの肝には、ビタミン A, D, E が多量に含まれている。ビタミン Aは、視覚

障害の予防に効果がある。ビタミン Dは、骨の主成分であるカルシウムやリンの吸収に

関与している。ビタミン Eは、老化現象の進行抑制作用、生体膜の状態維持、生殖機能

の保持作用がある（大日本水産会 1999）。 

 

5.1.3 旬と目利きアドバイス 
5.1.3.1 旬 
 キアンコウの旬は，冬である（全漁連 2018）。 

 

5.1.3.2 目利きアドバイス 
 キアンコウの鮮度が良いものは、以下の特徴があり目利きのポイントとなる。①体表

の光沢が良く、斑点や模様が鮮やかである。②目が澄んでいる。③臭いがしない。④腹

部がかたくしっかりしていて、肛門から内容物が出ていない（須山・鴻巣 1987）。また、

切り身の場合は水があまりでていないものが良い（全漁連 2018）。 

 

5.2 検査体制 

5.2.1 食材として供する際の留意点 
 

5.2.2 流通における衛生検査および関係法令 
 生食用生鮮魚介類では、食品衛生法第 11 条より、腸炎ビブリオ 確数が 100/g 以下

と成分規格が定められている。 
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5.2.3 特定の水産物に対して実施されている検査や中毒対策 
本種に、特に該当する検査は存在しない。 

 

5.2.4 検査で陽性となった場合の処置・対応 
市場に流通した水産物について、貝毒や腸炎ビブリオ 確数において、基準値を超え

ると食品衛生法第 6条違反（昭和 55 年 7月 1日，環乳第 29 号）となる。 
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加工流通技術における地域文化の継続性 5 1.0

加工・流通の状況

市場の価格形成 4.3

付加価値の創出 4.0

就労状況 4.0

地域の状況

水産インフラストラクチャ 5.0

地域文化の継承 5.0

生活環境 3.5

漁業生産の状況

 集団行動

順応的管理

漁業関係資産

3.7経営の安定性

共同管理の取り組

み

5.0

関係者の関与 4.3

中項目

4.3就労状況

1.7

執行の体制

インプット・コントロール又はアウトプッ

ト・コントロール

管理施策の内容

生態系の保全施策 3.0

5.0

テクニカル・コントロール

中項目

管理の執行


